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「木曽川水系連絡導水路事業への利水参画継続の意志の 

確認等について」に対する利水参画者の回答について 
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「木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討における新規利

水及び流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）

に対する意見聴取について」に対する関係河川使用者及び関係

地方公共団体からの回答について 

 

 

 

 

 

  



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

長野県建設部長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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国部 整河環第３４号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

岐阜県県土整備部長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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岐阜県都市建築部長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 
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木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

岐阜県農政部長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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国部 整河環第３４号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

愛知県建設局長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

愛知県企業庁長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

三重県地域連携・交通部長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

三重県企業庁長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 
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国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

名古屋市上下水道局長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-9



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

農林水産省東海農政局 農村振興部長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-10



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-11



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

高山市長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-12



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

恵那市長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-13



 

国部 整河環第４３ 号 

中 ダ 第 ４ ３ 号 

令和 ６年 ２月 ９日 

 

各務原市長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参考資料3-14



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

一宮市水道事業等管理者 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-15



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

川西北部土地改良区 理事長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-16



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

東沓部土地改良区 理事長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-17



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

関西電力株式会社 

 取締役代表執行役社長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-18



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

中部電力株式会社 

 代表取締役社長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-19



国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

王子エフテックス株式会社 

 取締役執行役員 中津工場長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-20



 

国部整河環第３４ 号 

中 ダ 第 ３ ８ 号 

令和 ６年 ２月 ２日 

 

東洋紡株式会社 

 犬山工場長 殿 

 

 

国土交通省中部地方整備局 河 川 部 長 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（照会） 

 

平素より、国土交通行政及び水資源機構事業にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。 

標記について、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」において、「今後の治水対策のあり方に

ついて 中間とりまとめ」がとりまとめられ、国土交通大臣の指示により、ダム事業の検証に係る検討を

実施しているところです。 

 

つきましては、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（平成２７年１０月２８日

付）に基づき別添のとおり意見を聴取いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料3-21



 

（別添１） 

木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討における新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について 

 

国土交通省中部地方整備局及び独立行政法人水資源機構では、「ダム事業の検証に係る検討に関する再

評価実施要領細目」に基づき、木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討を進めています。 

 このため、中部地方整備局及び水資源機構では、「木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体から

なる検討の場」を開催し、木曽川水系連絡導水路事業の目的としている新規利水及び流水の正常な機能

の維持（異常渇水時の緊急水の補給）について、目的別に複数の対策案を立案しました。 

 これら複数の対策案に対して、本検討の場の構成員並びに一般の皆様から頂いたご意見を参考に、概

略評価による抽出を実施しています。 

 今後、上記実施要領細目に基づき、評価軸毎の評価、目的別の総合評価について検討することとして

います。 

 つきましては、概略検討により抽出した対策案の評価に向け、対策案それぞれについて貴職の意見を

伺わせていただきます。 

  なお、本対策案については、対策案に係わる関係河川使用者、関係自治体、土地所有者等の関係者の

方々との事前協議や調整は行わず、検討主体である中部地方整備局及び水資源機構が独自に概略検討し

たものであります。何卒、ご理解いただきますようお願いします。 

   

 【ご意見を頂く対策案】 

１．利水対策案 

  ①現計画  ：木曽川水系連絡導水路 

  ②対策案２ ：ダム再開発 

  ③対策案３ ：他用途ダム容量の買い上げ  

  ④対策案５ ：利水単独導水施設 

  ⑤対策案６ ：地下水取水 

  ⑥対策案９ ：ダム使用権等の振替 

  ⑦対策案１０：既得水利の合理化・転用 

  

２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

  ①現計画  ：木曽川水系連絡導水路 

  ②対策案２ ：ダム再開発 

  ③対策案３ ：他用途ダム容量の買い上げ 

  ④対策案５ ：治水単独導水施設 

  ⑤対策案７ ：ため池 

  ⑥対策案８ ：ダム使用権等の振替 

  ⑦対策案９ ：既得水利の合理化・転用 

  

３．留意していただく点 

   頂いたご意見及び貴職の名称等は公表させて頂く予定です。予めご承知おき下さい。 

  

４．ご回答期限 

   令和６年２月２９日（木）迄とさせていただきます。 

   ※期限等が厳しい場合は、問い合わせ先までご連絡下さい。 

  

５．問い合わせ先及び提出先 

住所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸１丁目２番１号 

独立行政法人水資源機構中部支社 事業部 ダム事業課（担当：山本、石塚） 

  TEL(代) 052－231－7541    FAX   052－231－7546 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 
 

② 担当者名 
 

③ 連絡先（電話） 
 

 

④ ご意見 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

① 団体名 長野県 建設部 

② 担当者名 河川課 計画調査係 池田、横江 

③ 連絡先（電話） 026-235-7310 

 

④ ご意見 

 

２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

⑤対策案７：ため池 

 

木曽川及び長良川上流域において、新規にため池を約 4,500 箇所、容量約 4,000

万 m3 を確保するとしているが、長野県内で農業用ため池が約 1,900 箇所、容量

約 3,000 万 m3 であることを鑑みると、新規に整備するため池が県内だけではな

いとしても、急峻な地形の県内の木曽川流域に一定程度のため池を整備すること

は、用地の確保や設置後の維持管理に関する調整など、多くの課題があると考え

られるため、十分な検討をされたい。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 岐阜県県土整備部 

② 担当者名 岐阜県県土整備部河川課 清水 

③ 連絡先（電話） 058－272-1111(内線 4637) 

 

④ 意見 

 

１．新規利水対策案 

①現計画：木曽川水系連絡導水路 

既に徳山ダムに確保された利水容量及び渇水対策容量を使用するもので、実

現性、コストの観点から他の対策案に比べ優位である。 
 
②対策案２：ダム再開発 

秋神ダム・笠置ダム・大井ダムのかさ上げに伴う水没範囲の拡大により、新

たな家屋移転が約１２０戸発生する等、地域に多大な社会的影響が生じること

に加え、その調整には多大な時間を要することから現計画に劣る。 
 
③対策案３：他用途ダム容量の買い上げ 

2050 年カーボンニュートラル達成が求められる現代において、県でも「脱炭

素社会ぎふ」の実現に向けた取組を行っており、水力発電を含む再生可能エネ

ルギーの拡大が重要と考えている。このような中、発電専用ダムの容量を買い

上げることとなる本対策案は慎重な検討が必要である。 
 
④対策案５：利水単独導水施設 

現計画に対し、単に利水と治水を別々に整備する案で、現計画よりコスト高

となり、対策案として不適切である。 
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２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

①現計画：木曽川水系連絡導水路 

既に徳山ダムに確保された利水容量及び渇水対策容量を使用するもので、実

現性、コストの観点から他の対策案に比べ優位である。 
 
②対策案２：ダム再開発 

秋神ダムのかさ上げに伴う水没範囲の拡大により、新たな家屋移転が約４０

戸発生する等、地域に多大な社会的影響が生じることに加え、その調整には多

大な時間を要することから現計画に劣る。 

③対策案３：他用途ダム容量の買い上げ 

2050 年カーボンニュートラル達成が求められる現代において、県でも「脱炭

素社会ぎふ」の実現に向けた取組を行っており、水力発電を含む再生可能エネ

ルギーの拡大が重要と考えている。このような中、発電専用ダムの容量を買い

上げることとなる本対策案は慎重な検討が必要である。 
 
④対策案５：治水単独導水施設 

現計画に対し、単に利水と治水を別々に整備する案で、現計画よりコスト高

となり、対策案として不適切である。 
 
⑤対策案７：ため池 

約４,５００箇所のため池を配置することは、膨大な用地が必要となり、優良

農地等の提供など地域に多大な社会的影響が生じることに加え、国等が設置す

るため池の維持管理や運用等は、地元市町村への委託が想定されるところ、そ

の数が膨大となることから、実現性に欠ける。 
 
⑥対策案８：ダム使用権等の振替 

渇水時における単純な水の循環利用であり、河川の水質悪化が懸念される。 

また、水処理を行ったとしても、さらなるコスト高となるため、いずれにして

も現計画に劣る。 
 
３．全般について 

・河川や地下水などの環境に関心が高い地域が多いため、今後の評価にあたっ

ては十分に配慮し検討していただきたい。 
・事業停滞から１４年以上が経過しているため、国と水資源機構が主体となっ

て関係者へ丁寧に説明し、認識を共有しながら、速やかに検証を終えていた

だきたい。 
・当県は上流水源県として、これまで豊かな森林を保全し、そこで育まれる清

流を、下流域の方々に安心して使っていただけるよう心を砕いてきた。特に

徳山ダムの建設に際し、旧徳山村の全戸移転という大変大きな犠牲を払いつ

つ、「濃尾の水瓶」として、中部圏全体の発展のために努力をしてきたこと

を改めて申し上げる。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

① 団体名 岐阜県都市建築部 

② 担当者名 
1)水資源課 加藤水資源係長 

2)水道企業課 山本事業係長  

③ 連絡先 

（電話） 

1)058-272-8830 

2)058-272-8709 

 

④ ご意見 

すべての代替の対策案に比べ、現計画（木曽川水系連絡導水路）が優位である。 

内容については、以下のとおり。 

 

１．新規利水対策案 

①現計画：木曽川水系連絡導水路 

岐阜県では平成６、７年と連続して渇水に見舞われ、東濃、可茂地域において深刻

な被害を受けた。これに対し、中部地方水供給リスク管理検討会の中間とりまとめに

おいては、導水路を活用した場合の、平成６年渇水相当の影響の軽減が明示され、現

計画の必要性が補強されたところである。 

また、現計画では徳山ダムと木曽川上流ダム群を一体的に運用し、木曽川上流ダム

群の貯留水を極力温存する水系総合運用が可能となる他、渇水時以外においても各利

水者にとって大いに有効であると思われる。 

 

②対策案２：ダム再開発（水力発電ダム(３ダム)の嵩上げ） 

ダムの嵩上げに伴う水没範囲の拡大により、水没する土地の所有者や発電事業者等

の同意が必要である等、不確定要素が多い。また、地域に多大な社会的影響が生じる

ため、現計画に劣る。 

加えて、徳山ダムに確保された揖斐川の水を利用できず、木曽川流域の降雨のみを

利用するものであるため、現計画に比べて渇水のリスクが高まり、渇水被害軽減効果

が劣ると想定される。 

 

③対策案３：他用途ダム容量の買上げ（木曽川流域の水力発電ダム(24 ダム)の容量買

上げ） 

発電事業者等の同意が必要である等、不確定要素が多い。 

水力発電の電力量が減少し、関係市町村への電源立地地域対策交付金が減額となる恐

れがあり、同意できない。 

徳山ダムに確保された揖斐川の水を利用できず、木曽川流域の降雨のみを利用する

ものであるため、現計画に比べて渇水のリスクが高まり、渇水被害軽減効果が劣ると

想定される。 

 

④対策案５：利水単独導水施設（現計画の利水単独分の導水路施設） 

現計画に比べて、導水量あたりの整備費が増加する。 

 

⑤対策案６：地下水取水（愛知県内における井戸設置(約 430 本)） 

当案は本県を含む濃尾平野の地下水量が減少し、地下水の利用が困難となることや、
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地下水位が低下し、地盤沈下を進行させることが懸念される。 

当県の平野部では、過去に地下水の過剰揚水が原因とされる地盤沈下が発生したた

め、地盤沈下等対策上の観測地域に指定されている。また、県や自治体では地下水位

の観測や揚水量の制限等によって地盤沈下の抑制に努めているが、現在もわずかなが

ら沈下が続いている。 

 

⑥対策案９：ダム使用権等の振替（長良川河口堰開発水量の未利用水の振替） 

長良川河口堰付近から既設浄水場への導水施設の設置にあたり、導水施設の起終点

部やポンプ場周辺の土地所有者、河口堰の利水参画者、浄水施設管理者の同意が必要

である等、不確定要素が多い。 

また、徳山ダムに確保された揖斐川の水は利用できないため、現計画に比べて渇水

のリスクが高まり、渇水被害軽減効果が劣ると想定される。 

 

⑦対策案１０：既得水利の合理化・転用（木曽川の主な水利(農水・上水・工水)の転

用） 

現在、県営水道が有している水利使用許可は、需要予測に基づく水量により許可を

得ており、現時点において余剰水利はなく、また、漏水等によるロスも発生しておら

ず、転用可能な水量は発生していないため、既得水利の合理化・転用は困難である。 

 

 

２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

①現計画：木曽川水系連絡導水路 

岐阜県では平成６、７年と連続して渇水に見舞われ、東濃、可茂地域において深刻

な被害を受けた。これに対し、中部地方水供給リスク管理検討会の中間とりまとめに

おいては、導水路を活用した場合の、平成６年渇水相当の影響の軽減が明示され、現

計画の必要性が補強されたところである。 

また、現計画では徳山ダムと木曽川上流ダム群を一体的に運用し、木曽川上流ダム

群の貯留水を極力温存する水系総合運用が可能となる他、渇水時以外においても各利

水者にとって大いに有効であると思われる。 

 

②対策案２：ダム再開発（水力発電ダム(１ダム)の嵩上げ、導水施設） 

ダムの嵩上げに伴う水没範囲の拡大により、水没する土地の所有者や発電事業者等

の同意が必要である等、不確定要素が多い。また、地域に多大な社会的影響が生じる

ため、現計画に劣る。 

加えて、徳山ダムに確保された揖斐川の水を利用できず、木曽川流域の降雨のみを

利用するものであるため、現計画に比べて渇水のリスクが高まり、渇水被害軽減効果

が劣ると想定される。 

 

③対策案３：他用途ダム容量の買上げ（木曽川及び長良川流域の水力発電ダム(25 ダ

ム)の容量買上げ、導水施設） 

発電事業者等の同意が必要である等、不確定要素が多い。 

水力発電の電力量が減少し、関係市町村への電源立地地域対策交付金が減額となる

恐れがあり、同意できない。 

徳山ダムに確保された揖斐川の水を利用できず、木曽川流域の降雨のみを利用する

ものであるため、現計画に比べて渇水のリスクが高まり、渇水被害軽減効果が劣ると

想定される。 
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④対策案５：治水単独導水施設（現計画の治水単独分の導水路施設） 

現計画に比べて、導水量あたりの整備費が増加する。 

 

⑤対策案７：ため池（木曽川及び長良川中上流域のため池新設(約 4,500 箇所)） 

約 4,500 ヶ所のため池の設置にあたり、土地所有者等の同意が必要である等、不確

定要素が多いため、実現性に欠ける。 

また、徳山ダムに確保された揖斐川の水を利用できないため、現計画に比べて渇水

のリスクが高まり、渇水被害軽減効果が劣ると想定される。 

 

⑥対策案８：ダム使用権等の振替（長良川河口堰開発水量の未利用水の振替、導水施

設） 

長良川河口堰付近から木曽川、および木曽川から長良川への導水施設の設置にあた

り、導水施設の起終点部やポンプ場周辺の土地所有者、河口堰の利水参画者の同意が

必要である等、不確定要素が多い。 

また、徳山ダムに確保された揖斐川の水は利用できないため、現計画に比べて渇水

のリスクが高まり、渇水被害軽減効果が劣ると想定される。 

 

⑦対策案９：既得水利の合理化・転用（木曽川及び長良川の主な水利(農水・上水・工

水)の転用） 

現在、県営水道が有している水利使用許可は、需要予測に基づく水量により許可を

得ており、現時点において余剰水利はなく、また、漏水等によるロスも発生しておら

ず、転用可能な水量は発生していないため、既得水利の合理化・転用は困難である。 

 

 

３．全般について 

事業停滞から 14 年以上が経過しているため、国と水資源機構が主体となって関係

者へ丁寧に説明し、認識を共有しながら、速やかに検証を終えていただきたい。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 
岐阜県農政部 

② 担当者名 
岐阜県農政部農地整備課 中内惇夫 

③ 連絡先（電話） 
058－272-1111(内線 4239) 

 

④ ご意見 

 

「２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案」 

「⑦対策案９ ：既得水利の合理化・転用」について 

 

・関連する農業用水については、営農を行うにあたり必要最低限の取水を行って

おり、既得水利の合理化・転用は困難です。 
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木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

①団体名 愛知県 

②担当者名 建設局水資源課 後藤 

③連絡先（電話） 052-954-6121 

ご意見 〇全般事項【利水】【流水の正常な機能の維持】 

 対策案の多くが、工期、コストとも不明確であり、また、関係者等との調

整が課題となっているため、今後、効果等も含めたより詳細な検討をした

上で、評価軸に基づく評価を行うこと。 

 さらに、総概算コストについては、建設費、維持管理費等の具体的な内

訳についても明示すること。 

 また、対策案における施設位置、規模、利水（導水）計画等、計画内容

を明示した上で評価を行うこと。 

 

 

〇地下水取水【利水】 

地下水取水については、取水による環境への影響を十分に検討し、安定

的な水量の確保、水質の安全性確保、施設設置の実現性も踏まえ、しっか

りと評価すること。 

 

 

〇ため池【流水の正常な機能の維持】 

 新設する対象エリアは岐阜県がほとんどであるが、ため池の新設につい

ては、土地所有者との調整、防災面も含めた維持管理なども踏まえ、しっ

かりと評価すること。 
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木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

①団体名 愛知県 

②担当者名 水道計画課 水利調整グループ 

③連絡先（電話） 052‐954‐6680 

ご意見 ○全般事項【利水】【流水の正常な機能の維持】 

 対策案の多くが、工期、コストとも不明確であり、また、関係者等

との調整が課題となっているため、今後、効果等も含めたより詳細な

検討をした上で、評価軸に基づく評価を行うこと。 

 さらに、総概算コストについては、建設費、維持管理費等の具体的

な内訳についても明示すること。 

 また、対策案における施設位置、規模、利水（導水）計画等、計画

内容を明示した上で評価を行うこと。 

 

 ○ダム使用権等の振替【利水】【流水の正常な機能の維持】 

○既得水利の合理化・転用【利水】【流水の正常な機能の維持】 

ダム使用権等の振替及び既得水利の合理化・転用は、渇水時や将来

においても安定的に水供給を確保することを困難にするものと考え

る。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 三重県企業庁 

② 担当者名 
水道事業課    伊藤 浩明 

工業用水道事業課 小林 哲也 

③ 連絡先（電話） 
水道事業課    059-224-2833 

工業用水道事業課  059-224-2835 

 

④ ご意見 

２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

  ⑦対策案９：既得水利の合理化・転用 

 

◆北中勢水道用水供給事業（中勢系・長良川水系）について 

 長良川河口堰を水源とする北中勢水道用水供給事業（中勢系・長良川水系）は、

「北部広域圏広域的水道整備計画」及び三重県と受水市が締結した協定書で定め

られた計画一日最大給水量に基づいて三重県企業庁が実施しています。 

当該事業については、受水市の需要に応じて無駄のない水管理を行っていま

す。 

 また、受水市においては、自己水源で渇水や水質事故等が発生した時は安定給

水のため、当該事業の受水量を増やして対応しています。 

 このため、当該事業の水利権量は余裕がない状況であり、検討されている既得

水利の合理化・転用は極めて困難と考えます。 

 

◆北伊勢工業用水道事業について 

 北伊勢工業用水道事業の水源である長良川は、河口堰の稼働により塩害が解消

され、淡水を安定的に取水できるようになったことから、浄水場やポンプ所など

の主要施設を耐震化するとともに、導・配水管など老朽化施設の更新や修繕工事

を行い、現在は、木曽川用水とともに同事業にとって必要不可欠な基幹水源とな

っています。このため、検討されている既得水利の合理化・転用は極めて困難と

考えます。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 名古屋市上下水道局 技術本部 計画部 水道計画課 

② 担当者名 内藤、西 

③ 連絡先（電話） ０５２－９７２－３６５５ 

 

④ ご意見 

 

■利水対策案 

① 現計画 木曽川水系連絡導水路 

・他の案に比べ、経済性に優れる案と考えられます。 

・本市が進めている水源の多系統化を実現できる案です。 

 

② 対策案２ ダム再開発 

・現計画に比べ、経済性に劣る案と考えられます。 

・本市では、水源をめぐる多様なリスクに対応するため、木曽川のほかにも水源

を確保し、水源の多系統化を進めています。本案の場合、水源の多系統化を図

ることができません。 

 

③ 対策案３ 他用途ダム容量の買い上げ 

・本市では、水源をめぐる多様なリスクに対応するため、木曽川のほかにも水源

を確保し、水源の多系統化を進めています。本案の場合、水源の多系統化を図

ることができません。 

 

④ 対策案５ 利水単独導水施設 

・現計画に比べ、経済性に劣る案と考えられます。 

 

⑤ 対策案６ 地下水取水 

・現計画に比べ、経済性に劣る案と考えられます。 

 

⑥ 対策案９ ダム使用権等の振替 

・現計画に比べ、経済性に劣る案と考えられます。 

・本市では、水源をめぐる多様なリスクに対応するため、木曽川のほかにも水源

を確保し、水源の多系統化を進めています。本案の場合、水源の多系統化を図

ることができません。 

 

⑦ 対策案 10 既得水利の合理化・転用 

・本市では、水源をめぐる多様なリスクに対応するため、木曽川のほかにも水源

を確保し、水源の多系統化を進めています。本案の場合、水源の多系統化を図

ることができません。 

・本市が木曽川で取水する水利についてはいずれも取水実績があります。また、
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渇水時にも安定した給水サービスを継続するために必要であると認識していま

す。 

 

■流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

⑥ 対策案８ ダム使用権等の振替 

・本市では、水源をめぐる多様なリスクに対応するため、木曽川のほかにも水源

を確保し、水源の多系統化を進めています。本案の場合、水源の多系統化を図

ることができません。 

 

⑦ 対策案９ 既得水利の合理化・転用 

・本市が木曽川で取水する水利についてはいずれも取水実績があります。また、

渇水時にも安定した給水サービスを継続するために必要であると認識していま

す。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 
農林水産省東海農政局 農村振興部 

② 担当者名 
農村振興部 洪水調節機能強化対策官 持山昌智 

 

③ 連絡先（電話） 
０５２－２２３－４６３５ 

 

④ 意見 

１．利水対策案 

⑦対策案１０：既得水利の合理化・転用 

２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

⑦対策案 ９：既得水利の合理化・転用 

 

農業用水は、営農に必要となる最低限の用水量となっています。 

水管理については、水路の漏水対策を行うほか、農業用水の反復利用や番水を

行い、節水に努めております。 

 したがって、既得水利の合理化・転用は困難です。 
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別紙 

 

（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 
独立行政法人水資源機構 

② 担当者名 
中部支社事業部 水管理・防災課長 雪本博志 

③ 連絡先（電話） 
愛知県名古屋市中区三の丸 1-2-1（052-231-7541） 

 

④ ご意見 

 

１．利水対策案⑥対策案９、２．流水の正常な機能の維持対策案⑥対策案８ 

「ダム使用権等の振替」について 

・本案については、関係利水者の意見を尊重した対応が必要と考えます。 

 

 

１．利水対策案⑦対策案１０、２．流水の正常な機能の維持対策案⑦対策案９ 

「既得水利の合理化・転用」について 

・水資源機構が管理し、木曽川、長良川に依存する各水利は、必要となる最低限の水

利量の確保となっています。 

・都市用水では、月ごとに使用量の申込みを受け、また、農業用水では、作付や生育

状況、ため池貯水量などに応じて毎日の必要量の申込みを受け、河川からの取水に

加え、ダム、調整池等からの補給や、ポンプ運転をきめ細かく調整していて、効率的で

無駄のない水管理を行っています。 

・このように合理的かつ効率的な水管理を行いながらも、年によっては降水量の変動

等により、依然渇水が生じています。近年の気候変動により、無降雨日数の増加が懸

念されていることを考えると、水供給に余裕がないなかで水利の転用・合理化を行うこ

とは困難と考えます。 
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農政第 2883 号 

令和６年２月 19 日 

国土交通省中部地方整備局 河川部長 様 

独立行政法人水資源機構 中部支社長 様 

 

 

                        恵 那 市 長 小 坂 喬 峰 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び流水の正常な機能の維持 

（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見聴取について（回答） 

 

みだしの件について、令和６年２月２日付け国部整河環第34号、並びに中ダ第38号に

て依頼がありましたので、別添２のとおり回答します。 

 

 

 

 

 

                     

問合せ先 

 所属：恵那市 農林部 農政課 農山村保全係 大島 

 電話：0573-26-2111（内線 363） 

 Mail：mitsuhiro_ooshima@city.ena.lg.jp  
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見 

 

 

1 団体名 恵那市 

2 担当者名 農林部 農政課 農山村保全係 大島 

3 連 絡 先 （ 電

話） 
0573-26-2111（内線 363） 

 

4 意見 

 

1.意見を述べる対策案 

 ・新規利水対策案（既得水利の合理化・転用） 

 

2.関係する既得水利 

（㎥/S） 

河川名 用水名（水利使用の件名） 用途 水利権量 

木曽川 山本用水 農水 0.995 

木曽川 三郷用水 農水 0.660 

 

3.意見 

・既得水利はそれぞれ必要な水であり、合理化・転用案には反対である。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名      各務原市 

② 担当者名 都市建設部 建設管理課長  奥村 仁志 

③ 連絡先（電話） ０５８－３８３－１１１１（内線２８１０） 

 

④ ご意見 
・意見を述べる対策案 

利水対策案１０（既得水利の合理化・転用） 

流水の正常な機能の維持対策案９（既得水利の合理化・転用） 

 

・関係する既得水利 

用水名：木曽川用水・岐阜中流地区用水（岩屋） 

用 途：農水 

水利権量：０．６５（m3/s） 

 

・意見 

既得水利は必要な水であり、両者の合理化・転用案には反対である。 
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（別添２：意見提出様式） 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対する意見 

① 団体名 一宮市 

② 担当者名 上下水道部 計画調整課長 川島 輝幸 

③ 連絡先（電話） 0586-28-8623 

④ 意見 １．意見を述べる対策案 

・新規利水対策案（既得水利の合理化・転用） 

・流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案（既得水利

の合理化・転用） 

２．関係する既得水利 

水利使用の件名 用途 水利権量（ /s） 

一宮市水道 上水 0.464   

３．意見 

既得水利は一宮市水道事業に必要な水源であり、既得水利の合理化・転用

には対応できません。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 中部電力株式会社  

② 担当者名 再生可能エネルギーカンパニー 水力事業部 用地・水利グループ 柘植 

③ 連絡先（電話） ０５２－９７３－２７１７ 

 

④ ご意見 

１．利水対策案 

対策案２：ダム再開発 

 弊社ダム（秋神ダム）に係る詳細設計を実施できていない現状においては、

発電設備および運用（工事期間中の発電制約を含める）に与える影響は不明

確であります。また、かさ上げによる水没地の拡大等の環境面を含めた影響、

施設運用変更に伴う水利や水環境に与える影響等が懸念され、ひいては電力

の安定供給に支障をきたすことを懸念しております。 

 したがいまして、現時点では同意いたしかねますが、本対策案を具体化す

る場合には弊社と事前に十分な調整を実施していただきますようお願いい

たします。 

 対策案３：他用途ダム容量の買い上げ 

 水力発電は、純国産でＣＯ２を排出しない再生可能エネルギーとして重要

な電源であります。さらに、貯水池や調整池を持つ水力発電所は、電力需要

が逼迫する夏場の供給力確保、年・週間調整や、急激な需要変動への追従性

等、その運転特性から電力系統の安定運用に重要な役割を果たしています。 

 また、２０５０年カーボンニュートラル実現に向け、非化石エネルギーで

ある風力・太陽光といった天候に左右される電源普及が進む中、安定的に電

力供給可能な水力発電所は重要な電源であり、かつ、電力広域的運営が進む

中、２０１１年に発生した東日本大震災や２０１８年に発生した北海道胆振

東部地震の様な有事の際における供給電源として、水力発電の役割はより一

層重要なものとなっております。 

 さらに、代替電源を確保することが困難な状況であることを踏まえると、

弊社の木曽川水系の水力発電所の発電電力量の減少、電力需給の調整機能の

低下等の影響を及ぼすこととなる発電容量の買い上げには、同意することは

できません。 

 

２．流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案 

対策案２：ダム再開発 

   利水対策案２への回答と同じ。 

 対策案３：他用途ダム容量の買い上げ 

   利水対策案３への回答と同じ。 
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（別添２：意見提出様式） 

 

木曽川水系連絡導水路事業の新規利水及び 

流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）対策案に対するご意見 

 

 

① 団体名 
東洋紡株式会社 犬山工場 

② 担当者名 
福留 達郎 

③ 連絡先（電話） 
0568-62-5564 

 

④ ご意見 

既得水利には営業活動において必要最低限の水利であり不可欠な水源 

となっている。したがって合理化・転用案は困難である。 
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資料４ 

 

 

「木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書(素案)」

に対する学識経験を有する者からの意見聴取結果について 

【議事録】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

「木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

学識経験を有する者からの意見聴取 

日時：令和６年５月29日（水）13時 30分 

場所：AP名古屋  

 

〔午後１時30分開会〕 

1.開会挨拶 

【司会：水資源機構中部支社次長（末松）】 

 お待たせいたしました。まだ冨永先生がお越しになってございませんが定刻となりまし

たので、ただいまから木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に関す

る学識経験を有する者からの意見聴取を開催させていただきます。私、本日の進行を務め

ます、水資源機構中部支社の末松と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは会議に先立ちまして、運営に関して皆様にお願い申し上げます。カメラ等によ

る写真撮影、ビデオ撮影、録音等、記録機器のご使用はご遠慮ください。発言、拍手、ビ

ラ、プラカードの持ち込み、はちまき、ゼッケン等の着用、その他の方法により自らの意

見等を表明することをご遠慮ください。室内に雑音等が生じる行動、傍聴席を離れて立ち

上がることはご遠慮ください。その他議事の妨げになることはご遠慮ください。以上のこ

とがお守りいただけない場合は退室していただく場合がございます。本日の議事の円滑な

進行にご協力をお願いいたします。報道機関の皆様におきましては、カメラ撮影はこの

後、冒頭のあいさつまでとさせていただきます。 

それでは開会にあたり、独立行政法人水資源機構中部支社の副支社長の高橋よりご挨拶

と申し上げます。 

 

【水資源機構中部支社副支社長（高橋）】 

改めましてこんにちは。水資源機構中部支社副支社長の高橋と申します。今日はどうぞ

よろしくお願いいたします 

 本日はお忙しい中、木曽川水系連絡導水路事業の検証にかかる検討報告書（素案）に対

する学識経験を有する者からのご意見をお聞きする場にご出席を賜りまして誠にありがと

うございます。木曽川水系連絡導水路事業につきましては、これまで国土交通省中部地方

整備局と水資源機構によりまして、事業の検証にかかる検討を進めてきたところでござい
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ます。 

去る５月 17 日には木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体からなる検討の場を

開催させていただきまして、総合的な評価として木曽川水系連絡導水路事業案が最も有利

な案とする結果をお示しし、検討報告書（素案）としてとりまとめたところでございます。 

本日はこの報告書（素案）に対しまして、学識経験者の有する皆様からご意見をお聞き

する場でございます。是非忌憚のないご意見を頂戴できますとありがたく存じます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

ありがとうございました。それでは本日、ご出席の学識経験を有する皆様をご紹介させ

ていただきます。50音順にご紹介させていただきます。 

奥野信宏様、木村妙子様、西條好迪様、髙木朗義様、辻本哲郎様、冨永先生は飛ばさせ

ていただきます、豊田雄二郎様、藤田裕一郎様、松尾直規様、溝田大助様、本山ひふみ様。

本日のご出席は以上となります。よろしくお願いいたします。 

それでは配布資料を確認させていただきます。本日の配布資料は議事次第、出席者名簿、

配席図、資料右上にございます資料番号の資料－１、資料－２、本日ご意見いただきます

学識経験者の皆様のお机には報告書素案と報告書素案の別冊を置かせていただいておりま

す。不足がございましたら事務局までお申し付けください。 

 

 １．「木曽川水系連絡導水路事業に係る検討 報告書（素案）」について 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 それでは議事に入らさせていただきます。学識経験を有する皆様から意見聴取を進めさ

せていただきます。はじめに木曽川水系連絡導水路事業の検証にかかる検討報告書（素

案）について、事務局から説明させていただきます。 

 

【事務局】 

 はい、中部地方整備局河川環境課長をしております後藤と申します。よろしくお願いい

たします。着座にて説明させていただきます。 

 これまでの検証におきまして検討してまいりました内容を検討報告書（素案）としてと

りまとめをしております。その素案がピンク色の紙ファイルで綴じさせていただいている
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ものになります。その概要を骨子として取りまとめたものが資料－１になります。骨子の

方でどのようなことを書いてあるかというところになりますけども、報告書（素案）の構

成になります。１．検討の経緯、２．流域及び河川の概要について、３．検証対象事業の

概要、４．木曽川水系連絡導水路検証に係る検討の内容、５．費用対効果の検討、６．関

係者の意見等、７．対応方針（素案）となっております。 

 １ページ目をご覧ください。１番のですね、検討経緯では検証の経緯としまして、平成

２２年の国土交通大臣からダム検証の実施の指示からですね、関係地方公共団体からなる

検討の場の経緯、また、今後の予定についてこちらの方で記載をしております。２ページ

目の２章になりますけども、流域及び河川の概要、こちらでは流域の地形、地質、土地利

用等の状況、治水と利水の歴史、木曽川水系の現状と課題、また現行の利水計画について

記載をしているものでございます。 

３番目、検証対象事業の概要。事業の目的としての目的、位置、建設に要する費用、工期

などについてこちらでは記載をしておりまして、また、事業の経緯と現在の進捗状況につ

いて、こちらの３．の中で記載をしているところでございます。３ページ目の４．連絡導

水路検証に係る検討では、検証対象ダムの事業等の点検、利水の観点からの検討、また流

水の正常な機能の維持、異常渇水の緊急水の補給の観点からの検討、目的別の総合評価、

総合的な評価について記載をしております。この点検結果や評価につきましてはこの後、

資料－２におきまして説明をさせていただきます。この中で、ですね、目的別の利水・流

水の正常な機能の維持とともに最も有利な案としまして、木曽川水系連絡導水路案、また、

総合的な評価の結果としましても、木曽川水系連絡導水路案となっております。 

５ページ目になります。こちら５．では費用対効果の検討をしております。治水経済調

査マニュアルに基づきまして、流水の正常な機能の維持に関しての検討を行っております。

こちらの流水の正常な機能の維持に関します便益はですね、費用便益分析に関する技術指

針に基づきまして、身替り建設費を便益とします代替法によって算定をしているところで

ございます。本事業の全体事業費の費用対効果につきましては約１．３となっております。 

 ６番、関係者の意見等、こちらでは実施要領細目に基づきまして、関係地方公共団体か

らなります検討の場の設置、パブリックコメント、学識経験を有する方からのご意見、ま

た関係住民からのご意見、関係地方公共団体の長、関係利水者からの意見聴取ということ

を行っていくというところを記載しておりまして、これまでに実施をしてきましたご意見

等についてですね、こちらの方で記載しているところでございます。本日の学識経験を有
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する方とこの後行います関係住民からの意見聴取、関係地方公共団体の長、関係利水者か

らの意見聴取の結果を反映しまして報告書の原案を作成する流れとなっております。７番

では、対応方針（素案）では、ですね、今後、対応方針の原案を作成して事業評価監視委

員会に対する意見聴取を行って、対応方針（案）を記述する形となっているところでござ

います。 

それでは資料－２の方を使いまして、実際の検討の内容について説明をさせていただき

ます。１ページ目になります。こちらが報告書（素案）の参考になっております検証対象

事業の概要となります。この連絡導水路の目的になりますが、一つは、流水の正常な機能

の維持、異常渇水時の緊急水の補給、徳山ダムの渇水対策容量、こちらのですね、徳山ダ

ムのピンクのところになりますけども、渇水対策容量のうち、4000万 m3に対しまして木曽

川に導水をし、河川環境の改善を図っていきます。また、一部を長良川の方へも導水をし、

改善をいたします。二つ目の目的としましては、新規利水。こちらについては徳山ダムに

確保した利水容量から愛知県及び名古屋市の都市用水を最大４m3/s導水しまして、木曽川

での取水を可能にします。事業費については平成 18 年の単価になりますが約 890 億で、

工期は平成18年から平成27年ということでしたが、ダム検証の対象となりまして、事業

が現在中断しているところでございます。現在は水文観測や環境調査といったモニタリン

グ的な調査のみを実施しているところで、現時点での予算執行については 58.5 億の執行

となっております。 

２ページ目になりますけども、こちらはダム検証、関係地方公共団体からなります検討

の場として、第１回の幹事会を平成22年 12月に行いまして、これまで幹事会を８回、検

討の場を２回開催してきまして、検証について整理をしてきたところでございます。 

３ページ目、４ページ目では、その検討の場幹事会におけます実施の内容を記載してお

ります。この後の５ページ目から報告書素案のようになります木曽川水系連絡導水路検証

に係ります検討の内容として、まず事業等の点検について説明をさせていただきます。 

５ページ目をご覧ください。基本計画等の作成変更から長期間経過をしておりますダム

事業につきましては、必要に応じて総事業費、工期等について点検を行うこととなってお

ります。先ほど述べましたように、この連絡導水路事業につきましては、平成18年度単価

で事業費が算定されております。現在、労務費や資材、そういった物価の上昇、また建設

業界におきましても働き方改革という形で社会情勢等の変化というところが生じていると

いうところでございます。６ページ目ですけども、そういった中で事業の点検というとこ
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ろにおきまして、その趣旨を記載させていただいているところになっております。 

７ページ目になりますけども、こちらが事業の点検を行った概要となっております。計

画の中で一部変更となっております。計画において、工事による地下水への影響の回避・

軽減というところの中でトンネル形式を一部変更しております。地下水に影響が出ないよ

うに圧力管トンネルに根尾川から木曽川の間を変更しているところでございます。目的と

かそういったところについては特に変更はございません。 

８ページ目になります。こちらは事業費の点検をしたものになります。先ほどのトンネ

ル形式の変更等によります現場条件等の変更、また、労務費や資材の物価の変更、建設業

の働き方の適用、また消費税も変わってきた中で総事業費につきましては、当初890億で

あったものが2,270億円という形になっております。この総事業費の中には予見不可能な

将来の変動要因に対応するためリスク対策費が残事業費の 10％にあたります 200 億円に

なりますが、これを総事業費の方に積み上げているものでございます。 

続いて９ページ目になります。こちらは工期の点検を行った結果になっております。働

き方改革ということで、建設業界は現在週休２日制というような形で変わってきていると

ころで、適正な工期を設定していくというところで変更をしているところでございます。

工期につきましては、当初７年の工事期間であったものを工事着手から完了までを９年と

いう形で見直しをしております。また、工事の着手までの間に詳細な設計をしたり、用地

の補償、こういったところに約３年程度時間がかかるというふうで見込んでいるものでご

ざいます。 

10ページ目からですね、実際のダムの検証の中の一つになります対策案というところの

中で、別の対策というところの是非について検討しているものでございます。 

まず目的別の観点からの検討ということで、10ページ目に利水対策案の立案というとこ

ろで記載をさせていただきました。こちらについては検証の実施要領細目で示されており

ます 13 の方策に徳山ダムを活用します利水単独導水施設案、こちらを加えて適用可能な

方策を組み合わせて９つに示しております、現行計画の連絡導水路案とその他の案という

ところで10案を立案しているものになっております。 

 11ページ目になりますがこちらの方で実施要領細目に基づいて、概略の評価を実施して

おります。ここでは評価の視点、抽出の考え方というものを記載しているところでござい

ます。ここに書いておりますようなイロハとか、制度上実現性が難しいとか、効果が小さ

い、コストが極めて高い、また評価軸のポイントとしまして、コストや実現性、地域や環
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境への影響、こういった形で評価をしていくというものでございます。12ページ目に移り

まして、先ほどの10の対策案から、制度上、技術上の観点から実現が不可能なもの、効果

が得られないことが明らかなもの、コストが同類の中で高価な対策案、こういったものを

除外しまして、６案にまず絞り込みをしております。そして、この６案と現計画案に対し

まして利水参画者等に意見聴取を行っております。その中で、意見聴取をする中で利水参

画者等からいただいた意見の中で実現性が難しい、そういったようなご意見をいただいた

り、そういったところの中で、さらに絞り込みをしてこの中では４つの案に絞り込みをし

ているところでございます。その４つを絞り込んだものが次からのページになります。 

 13ページ目からは、絞り込みをさせていただきました木曽川水系連絡導水路案、そして

ダムの再開発としましてかさ上げ案、利水の単独導水施設案、そして地下水の取水案で、

この４案につきまして、目的、コスト、実現性、持続性、地域社会への影響、環境への影

響の６つの評価軸により、さらに細かく整理をしていくものになっております。まずこち

らの13ページ、目標に関しましては、まず必要とします開発量４m3/s。こちらについては

確保ができると判断しているところでございます。その中で、また効果の確保というとこ

ろで、効果がいつ発現されるか、そういったところを整理しているところでございます。

連絡導水路案と利水の単独導水施設案につきましては、先ほど事業期間というところの中

で 12 年程度というところをお話しさせていただいております。そういった意味では、15

年後には効果というところが発現可能であるという判断をしているところでございます。

地下水案については、井戸を掘っていくところから部分的に効果が出てまいりますけども、

全ての効果を出そうというところになると、20年かかるというところでございます。また、

ダムのかさ上げ案につきましても、３ダムのかさ上げが想定されますので、そういったと

ころで少し、20年程度時間がかかっていくというところでございます。 

 続いて 14 ページに記載させていただいております、こちらで上段に書かせていただい

ておりますのがコストに関する費用でございます。コストについても、その建設にかかる

費用と、その後50年間施設を維持していく、それに係る費用という形で、分けて記載をさ

せていただいているところでございます。コストにつきましては、こちらの表で見ていた

だきますように、木曽川水系連絡導水路案が一番安価となっているところでございます。

実現性に関しましては、土地所有者の同意等がいるようなところを記載させていただいて

いるというところでございます。その中で一つ、かさ上げ案につきましては、ダムの施設

管理者、発電事業者さんからですね、なかなか容易には容認できないというようなご意見
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をいただいているというところでございます。次のページ15ページになります。こちらで

は先ほどの実現性のところですけれども、事業期間というところですが、効果の発現時期

というところと合わせた形の事業期間というところになっております。また、下の方にな

りますけども、地域社会への影響というところでですね、ダムかさ上げによります地滑り

の発生の可能性であったり、地下水取水案におきましては地盤沈下発生の可能性、そうい

ったところも想定されるというところを記載させていただいているというところでござい

ます。 

 16ページ目に移りまして、環境への影響というところになります。水質への影響、水環

境というところについては４案とも変化というところについては小さいというふうに予測

をしているところでございます。２段目になります。地下水や地盤沈下への影響、こちら

については、木曽川水系連絡導水路案、利水単独導水施設案、共にトンネルの施工に伴い

まして、地下水の低下というところが懸念されるところでございます。こちらについては、

対策により影響を回避・軽減をしていくというところで記載をさせていただいているとこ

ろでございます。また地下水取水案というところについては、先ほども述べましたように、

この東海地域、広域地盤沈下を起こしているというようなところの中で、沈下発生の可能

性というところが懸念されるというところを記載しております。 

 ここまで、利水で検討してまいりました内容というところについて、総合評価をしてお

ります。下の四角囲みになりますけども、一番としまして、目標を確保できる対策案とし

てコストが最も有利な木曽川水系連絡導水路案、二つ目、時間的な観点から見た実現性と

いうところにおきましても、15年後に最も効果を発現している案というところで木曽川水

系連絡導水路案と利水単独施設案という形で記載をしております。三つ目になります。持

続性、地域社会への影響、環境への影響というところについては、１）、２）の評価を覆す

ほどの要素はないと考えられるため、コストを最も重視する、そういった形で、有利なと

いうところは木曽川水系連絡導水路案として整理をしたところでございます。目的別のと

ころで、利水としてそういう整理をいたしております。 

 続いてもう一つの目的になります。流水の正常な機能の維持、渇水時の緊急水の補給、

こちらについても同様に対策案を立案しております。18 ページに示しておりますように、

現行案と対策案という形で９つを記載させていただいたところでございます。先ほどの10

案に対して９つというところで、こちらについては、海水の淡水化については、施工箇所

というところで河口域で実施したものを上流域までもっていくというところで、距離とか
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コスト等含めて実現性がないというところのなかで、最初から１案省いているというとこ

ろでございます。19ページ目になります。先ほどの９つの対策案というところで、利水同

様に整理をしていったものでございます。この中で一つ、抽出の中で絞り込みをする中で

残ったものというところについて、先ほどの利水は地下水を流域での方策として残してお

りましたけれども、こちらについてはため池案というところを残させていただいたところ

でございます。流水の正常な機能の維持の代替えというところの中で、徳山に持つ4000万

m3のボリュームを持つというところの中で、ため池案というところを残したというところ

になっております。 

 20ページ以降は、同様に６つの評価軸によって整理をしてきているところでございます。

木曽川水系連絡導水路案、かさ上げ案、治水の単独導水施設案については、先ほどと同様

な形の実現の確保というところになっております。ため池については設置する数が非常に

多いというところの中で、20年かけても必要な量というところが確保できないというとこ

ろを記載させていただいております。続きまして21ページになりますけれど、コストにつ

いてになります。こちらもコストのところについて整理をしておりますけども、先ほど同

様に、連絡導水路案が一番安く建設、また維持費というところにおいてもかからないとい

うところでございます。続きまして22ページになります。こちら事業期間というところで

ございます。先ほどの話しでため池に時間がかかるというところでございます。こちら、

ため池施工数が4000にも上るというところの中で、実際55年程の事業期間が必要になっ

てくるというところを記載させていただいているところでございます。 

 続いて23ページ、環境への影響というところになりますけども、環境への影響について

は、先ほどの利水と３案、連絡導水路、かさ上げ、治水単独施設については、同様の記載

をさせていただいているところでございます。ため池案につきましては、地下水への影響

というところは、雨水を溜め込んだものを使っていくというところの中で、地下水への影

響はないというところも記載をさせていただいているというところでございます。こうい

ったところで環境への影響というところも記載をさせていただき、他の項目についても記

載をさせていただいているというところで、24ページになりますけども、流水の正常な機

能の維持の目的別の総合評価というところを記載させていただいているところになります。

結果的にはこちらについても、３が最も有利な案というところで、木曽川水系連絡導水路

案という整理をさせていただきまして、次の25ページで総合的な評価というところで、利

水・流水の正常な機能の維持ともに木曽川水系連絡導水路案であると、そういったところ

参考資料4-8



 

から総合的な評価の結果としまして、最も有利な案として、木曽川水系連絡導水路案であ

るというところで整理をしたところになっております。 

 木曽川水系連絡導水路事業に係ります報告書（素案）の説明については以上となります。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 はい。ただいま、検証に係る検討報告書（素案）について説明させていただきました。

ここからは15時 20分を目途に、この報告書（素案）に対するご意見をお一人ずついただ

きたいと思います。ご発言につきましては、先ほど出席者のところでご紹介した奥野様か

ら席の順で本山様の順でご発言をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは奥野様お願いいたします。 

 

【奥野信宏委員】 

 はい。奥野です。５分くらい時間はいただけると考えでいいですね。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 ５分から７分くらい時間ございます。 

 

【奥野信宏委員】 

 はい。ありがとうございます。90年代の半ば頃ですが、徳山ダムのダム審で、一般的に

ダム建設についてどれくらいの渇水に耐えられるように計画しているのかということにつ

いてお聞きしたことがあります。当初、建設省のほうからは公表できないということであ

りましたが、質問を重ねました結果、10年に１度の渇水でも大丈夫のようにというのが方

針だという説明をいただきました。その後、水のストックについての国際比較のデータが

発表されました。アメリカでは100年に１回の渇水にも耐えられるようにといった記述が

ありました。他の東アジアの国も 50 年に１回程度の渇水に耐えられるようにという指針

であったと記憶しております。必要な水のストックにつきましては、国や地域の自然条件、

地域条件等によって違いがありますが、日本、特に中部圏については、水のストックのリ

スクが歴史的に低く評価されてきたのではないかという印象を個人的には持っております。

季節ごとに菜種梅雨とか、６月の梅雨、夏の台風、秋雨前線とか名前がついておりますけ

ど、年中どの季節でも雨が確実に降っていましたし、冬場には降雪があります。このよう
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な我が国の気候について、生活実感として変化が感じられるようになったのは、90年代に

入ってからのように思います。極端な豪雨がみられる他方で、雨の少ない年が増えてきま

した。こうした気候変化を背景に治水、利水と同様に水の平時からのストックについて、

もっと真剣に考えるべきなのではないかという念を強くいたしました。 

国土強靭化の議論でも、渇水の重要性を主張してまいりました。議論の最初の年は、３.11

東日本大震災の直後ということがありまして、国家の存立にかかわるような歴史的な大規

模地震、大規模津波への未然の備えの議論がすべてでありました。しかし、次年度以降か

ら、内陸災害、地域災害についても関心が向けられるようになりました。私は、その時に

地域コミュニティの大切さとともに、暮らしと産業、農業に影響を及ぼす渇水対策の重要

性を主張しました。その後、渇水は政府の強靭化計画でも、多くの皆さんの努力もあって、

起きてはならない最悪の事態に加えられました。愛知県と名古屋市の強靭化計画でも渇水

のリスクが追加されました。 

これからのわが国では、水の需要量の大きな伸びは想定されませんが、しかし、水の需

要量があまり増えない今だからこそ、ストックの蓄積は可能でありますし、水のストック

を増やしておくことが先進国としての安全、安心にとって大事なことであると思っており

ます。中部圏では木曽三川がありまして、水資源が豊かだという認識があります。しかし、

河川の水量が豊富でも、使えるようになっていなければ、意味がありません。第二次国土

形成計画では、中部圏は世界最強・最先端のものづくり圏域と記述されております。現在

策定中の第三次国土形成計画でも同じであります。しかし、ものづくりの心臓部に水を供

給している明治用水で一昨年、老朽化による事故が起こりました。幸い関係者の皆さんの

努力と知恵で被害は最小限にとどめられたと評価しております。社会資本の老朽化は大き

な課題ですが、自然災害としての渇水は水ストックの蓄積の強化でぜひともリスクを低下

させていただきたいと思っております。 

第三次国土形成計画では、冒頭に、我が国は３つの大きなリスクに直面しているという

問題意識が述べられています。その一つが安全、安心を脅かす自然災害、深刻な気候変動

のリスクであります。木曽川導水路については、多様な意見があることを承知致しており

ます。私は、長く治水、利水、砂防の問題、中部圏の水供給の安定性についての議論に参

加してまいりました。そこで感じましたのは、行政サイドの確実で丹念なデータの積み重

ねと分析力であります。木曽川導水路の計画の合理性、妥当性についての今回の検証に関

しましても、説明をお聞きする限り、丁寧で信頼性がある分析として高く評価できるもの
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であると考えております。以上です。ありがとうございました。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 奥野様ありがとうございました。それでは順次ご意見を賜ります。木村様お願いいたし

ます。 

 

【木村妙子委員】 

 はい。三重大の木村です。よろしくお願いします。私は生き物の生態の研究をしていま

して、特に海とか淡水域の外来生物及び絶滅危惧種の生態を特に専門としております。今

回の検討の報告書を拝見しまして、思いましたのは、この中で導水路をつくるということ

で必ず起こるということは、水を通したときに生き物が移動するという観点ですね。そし

て、その生物の中に侵略的な外来生物が含まれ、移動した場合には被害が発生する可能性

があるということです。特にですね、この中で懸念しているのは特定外来生物の一つとな

っているカワヒバリガイという二枚貝です。 

 この貝は、パエリアとかに入っているムール貝の仲間なんですけれども、二枚貝で足か

ら糸を出して石やコンクリートのようないろいろな硬い基盤にくっつくという性質があり

ます。ほとんどのこの仲間の貝類は海に住んでいるものなんですけれども、この特定外来

生物のカワヒバリガイという貝は、淡水域に特異的に住んでいる生物です。1990年に木曽

三川で確認され、環境省の特定外来生物にも指定されています。このような生き物が既に

侵入しているということです。この貝類は、貝自体は大きくなると３センチぐらいの大き

さになるんですけれども、この貝は増えるときに0.2ミリぐらいの浮遊幼生を、ふわふわ

と水の中で浮いて流れる幼生を出しまして、それが水に乗って目に見えない状態で流れて

いくという性質があります。こういうものが移動して、何かくっ付くものがあったらそれ

に付着して水の流れを悪くしたり、あまりにたくさんくっ付いた場合には水道管が破裂す

るとか、そういうような事態が実際起こっているわけです。 

 この原産地は中国と朝鮮半島なんですけれども、既に日本にも侵入していますし、その

他に南アメリカにも入っていて、今回計画されるような利水施設に付着して、すでに大き

な付着被害を与えています。ですから特定外来生物に指定されているわけなんです。カワ

ヒバリガイは外来生物という中では、生物個別の問題ではあるんですが、非常に大きな影

響を与える可能性があります。これは生物多様性という観点だけではなくて、コスト面に
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おけるリスクもあるということです。同じようなカワヒバリガイの被害事例は霞ヶ浦の導

水路事業の方でもすでに知られていまして、霞ヶ浦の導水路施設の方では非常に詳しいモ

ニタリングがされています。霞ヶ浦も導水路を作ってからカワヒバリガイの分布拡大が見

られているんですが、茨城県の方ではこの被害対策に、令和２年度に３億円以上の予算を

計上しています。これはカワヒバリガイを除去するためやその調査のコストであるとか、

そういうものがかかってしまうということですね。 

 それから、元々入っていない場所に導入した場合には、特定外来生物は、移動させた側

が責務を負うという法律があります。ですから、極力、そういう外来種の影響の可能性が

ない方法で事業を行うべきではないかと思います。それから事前に外来種の影響があるか

どうかということについても、モニタリングをする必要があると思います。外来種問題と

いうのはいろいろな面でも、既に一般的にも共有されつつあるんですけれども、今回の導

水路については、特にカワヒバリガイの対策については必ず必要になってくると思います。 

 だから、事前に調査や対策をして、安心安全な水が配られるということをユーザーの方々

にきちんと説明するということが、施工側の責任として当然になってくると思われます。

これをちゃんとしないと、そのユーザーの人たちに水を使ってもらえないということにな

ります。今回の予定の中では、そのリスク管理として200億円が計上されています。霞ヶ

浦導水路とどのぐらいの規模差があるのかというのはちょっとわからないですけれども、

必ずそういうものが必要であるということを皆さんの中で共有していただいて、もし導水

路事業を進める場合にはその対策ということが必要になってくると思っています。利水事

業っていうのは、繰り返しますけど、水を買ってもらう立場だということになりますので、

良い水を供給できる。また持続的にそれを維持管理できるということが必要です。その中

でカワヒバリガイのような外来種対策というのは必ず必要になってくると思います。以上

です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 木村様ありがとうございました。それでは意見を続けさせていただきます。西條様お願

いいたします。 

 

【西條好廸委員】 

 はい。私の方からは二点申し上げたいと思います。陸上生態系、特に植物を中心とした
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植生の管理面から環境検討に関わってまいりました。今回報告されたいずれの方策も大き

く陸上の植物を中心とした生態系に影響があるというふうには考えられません。 

したがって、植物環境からみた場合、コストが問題になってくるのではないでしょうか。 

それともう一つは水の安全な利用、あるいは防災・治水を考慮した土地利用ということ

から考えますと、やたらにあちこちため池を造ってもいけないと考えます。 

例えば徳山ダムの下に横山ダムがございますし、この横山ダムと徳山ダムの一体管理（利

活用）も視野におかれていると思いますが、横山の場合にはポケットにしてありまして、

坂内川を中心に異常出水の際に溜め込むために空けてございます。で、横山ダムは発電も

しているわけですから、徳山でこれだけ十分水がありますが、これは横山を通して、西平

で取水するということになるならば、もっと有効的に使えないのだろうか。で、沢山の溜

池を掘るよりも、横山をもっと有効的に使ったらいかがなものかなと。 

 それともう一つ現在、降雪が少ない時期も多いし、常時満水位になるような貯水位に徳

山ダムはいかないわけですね。そうしますと、もっともっと溜め込んで、夏には夏期制限

水位まで下げなくてもいいと思います。ただ今度逆に一気に、例えばEL.400ｍまで行って、

それを翌年の夏前にEL.390ｍまで下げるとなると、冷たい水が一気に流れることになりま

すので、これも逆に大量の水が流れるので魚類にとっては問題が起こるかもしれないって

いうことで、せっかくならポケットにしたい。一旦、横山というものを使いながらなるべ

く水温を緩和するような形で運用する。というような水資源の一括運用、一連の運用の仕

方というのが私は一番必要になるんじゃないかなというふうに感じております。以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 西條様ありがとうございました。それでは髙木様お願いいたします。 

 

【髙木朗義委員】 

 はい。私も二点あります。 

 １点目は報告書の５章、費用対効果の検討についてです。これは、コストについては良

いかと思いますけども、便益というものの算出の方法が身替わりダム建設費ということな

んですね。便益というのは本来、社会経済的な価値を金銭化するものですね。それを身替

わりダム建設費で出すということはそもそもちゃんと評価をしていないと判断が出来るか

なと思います。つまり、この身替わりダム建設費というのは事業がやるということが決ま
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っていて、それでもって、事業費を他のことでやるとしたらもっと高くなっちゃうよとい

うことを判断しているだけなので、これが費用対効果ということではありません。 

 実際に、平成22年３月で国土交通省河川局河川環境課からですね、河川に係る環境整備

の経済評価の手引き（案）というものが出されています。ここの中でも便益の評価の手法

というのはいくつか提案をされていて、代替法についても書かれているのですが、この代

替法というのは、同じサービスを供給する代替的な市場の財がないといけないということ

で、これの選定には非常に慎重にならなくてはいけないというような記述もあります。本

来であれば河川環境の改善に関して、本当に起こる社会的、経済的な価値がどれくらいあ

るか、具体的に言えば、渇水時にどれくらい企業が操業停止で損失をくうのか、あるいは、

流況改善で河川環境が改善されることによってどれだけ生態系を含めて効果があるのかと

いうことを、かなりこの最近の研究の成果からもそういうものが出来つつあるようになっ

てきています。ですので、是非そこのところは、まだまだ技術的にも確定していない部分

もあるかもしれませんけども、ここの部分のところは努力して、ちゃんとした便益を評価

する必要があるんじゃないかなというふうに思っております。これが１点目です。 

 ２点目は、これはどちらかというと私の専門ではないのですが、長良川の環境に関して

の研究というものがですね、よく見聞きする立場にいます。まぁ岐阜大学に居ますので。

最近の研究成果から見てみるとやっぱり最近の長良川の夏の流況が本当にあまり良くない。

特に水温が高かったりとかして。その一方で長良川っていうのがですね、アユが世界農業

遺産になって非常に価値のあるもの、あるいは観光というか伝統文化としてもその価値と

いうものがあると、こういう中で長良川に流す量が今、４m3/sということで、こっちに使

っても良いよという感じが４m3/sあるのですが、本来的にはもっと長良川に水を流しても

良いのではないかと。長良川の流況のために水をこちらの方に回すということも十分考え

られてますよね。そういうような形の柔軟な運用というものをここの中で考えていけたら

いいんじゃないかなと思っています。 

 特に最近の河川環境の研究を見てみると、水量だけじゃなくて水温ですとかそういうも

のを２次元で解析をしたりとか、非常に細かく分析をしていますので、最近の研究成果を

踏まえてもう少し柔軟な運用、より積極的に徳山の水を使うというようなことがあっても

いいんじゃないかなと思っています。以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 
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 髙木様ありがとうございました。それでは辻本様お願いいたします。 

 

【辻本哲郎委員】 

 はい、辻本です。今回、木曽川連絡導水路の検証ということで、まとめられたわけです

が、本来徳山ダムとセットのものが切り離されています。その間にダム検証というのが入

って、連絡導水路だけが検証の対象になって、非常にやりにくい中、切り離してダム検証

の要領に従ってやられた、ということに関してはご苦労様でしたと言いたいと思うところ

です。時間もかかったし、その間にいろんなことが変わってきて、実際には、Ｂ／Ｃの計

算だって、まあこれまででも変わってたはずなんだろうけども、こう大きく変化してい

て、あれ？というふうな、気がしないでもありません。 

 確かに、徳山ダムというものを我々はもう出来上がったものとして持っている。この徳

山ダムについても、実は徳山ダムにいわゆる不特定容量が非常に大きく採られたというの

は、徳山ダムの計画でもうすでに入ってるわけですね。私は、その時木曽川水系の流域委

員会の委員長をやってて、その議論をしたこともありますが、奥野委員も言われましたけ

れども、異常渇水対応の容量を徳山に採るということが、整備計画の中に位置づけられ

て、徳山ダムに大きな不特定の容量が取られました。 

 まあ、普通のダムでは先ほどの話にもありましたように、1/10の安全度で確保するよ

うなものが、いわゆる異常渇水に対しても、徳山ダムによってこの中部・中京地域に、そ

ういう事態の時に備えて水が確保できるようになった
．．．

ということです。これが機能するた

めには連絡導水路が必要であるということは、もうその時に位置づけられたというふうに

私は思っています。それで、一つの問題は、異常渇水対応の容量を確保してそれがこの流

域に便益をもたらすために、導水路というものを最終的に完結させねばならないというふ

うなことで、必要な施設だというふうに私は思ってますが、その上でいろいろ議論すべき

ことはあるかと思います。 

 で、その時に、奥野先生たちとも議論したんですけれども、水供給リスクという委員会

が別途中部地整で設けられてまして、この地域で水供給の危機というものを考えると、や

はり様々なことを考えないといけない。その一つとしてその水系で水を確保する、いわゆ

る貯留しておくということが大事だけれども、それ以外にもいくつか方法があるというこ

とは、その委員会でもわかりました。すなわち、必ずしも一つのところに水を供給するの

に、一つの水源でなくてもいいわけで、うまくつないでおく。まあ、この連絡導水路もそ
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うなんですけれども、いろんなところの水がいろんな代替ルートを通ってやってくるとい

うことも一つのやり方だという思いに至りました。一つのところで水を貯めて、それを配

るということだけじゃなくて、今持ってる水を様々に上手に使う、すなわちそういう様々

な水の使い方の検討をこれからはやっぱりしていかないといけない。 

 それからもう一つ大事なことは、利水の問題は、利用者がある程度負担するんだけれど

も、この正常流量補給の正常流量は、利水者に関係なくいわゆる治水と同じ経済体系で支

払っているということで、まあみんなで負担してるわけです。ところが異常渇水というふ

うなことになりますと、それぞれの利水者の中で起こっている渇水も全部補給することに

なるわけですから、そういう負担体系も考えなければいけないので、Ｂ／Ｃの計算も単純

ではない可能性もあります。その中でやはり、どういうルートでどういう水がどういう場

合に使われているのか、水利権とどういうふうに関わっているのかといったようなことも

検討しておく必要があるかと思います。あの、この今回の検証の問題とは別に検討すべき

こととして、そういうこともしっかりやっておかないと、この事業の完結にはならないか

というふうに私は感じています。 

 それからもう一つ、私は、非常に残念なのは、どの経費も建設コストが高くなったこと

です。近年様々な事業の経費がびっくりするほど上がってますね。倍増していると言って

いいぐらいですね。だいたい国の計画を立てる時には整備計画で言うと、30年でやるべ

き事業をある程度想定しながら、年限を決めてやってきたわけなんですけれども、こんな

ふうに工費が倍増すると30年でやりきれないですね。そうすると計画をどのように変え

ながら実施するのか、どういうふうに、全体をやりくりしていくのかということも非常に

大きな問題です。このことに我々は立ち向かわないといけないということを覚悟しないと

いけない。あのまあ、こういうふうな結果が出てきて、経費も含めて費用便益から出して

きた経費の妥当性も含めて、この事業を進めることに皆さんがゴーサインを出したとして

も、決められた年限で、どうやってやっていくのかということは大きな課題になります。 

 で、これについてやはり、腹をくくってかからないといけない。それだけの金額、今の

政府のようにいくらでも国債を発行して、いくらでも赤字にして、やりたいことやったら

いいと言うんじゃ多分ないでしょう。国民しかお金出してへんのですから、踏み倒せばい

いっていうような話であれば国民としては我慢がならない。まあ、その辺も考えながら、

これからのやり方というものは、やはり慎重にやっていかないといけないというふうに思

います。一つの方向性が決まったとしても、必ずそれを実現するための、なんていうか手
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枷足枷はあると思いますので、そういうところへの努力をしっかりやっていただけたらと

思います。以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 辻本様ありがとうございました。それでは冨永様お願いいたします。 

 

【冨永晃宏委員】 

 はい、冨永です。私も中部地区の水供給リスクを検討する会に参加させていただきまし

て、そこでいろいろなリスクを検討したわけですが、この渇水というところですね。異常

渇水時にどうなるかということでこの計画というものも、平成６年の渇水を基準としてい

ろいろ考えられたんだと思います。その検討会ではですね、平成６年の渇水の後、更に雨

が降らなかったらどうなるんだろうとか検討しました。そうすると非常に被害が大きくな

るので、そういった場合の被害額がどれくらいになるかということも検討したはずです。

そういう資料もあるので、そういったものが資料としてあると思います。ただ、そこでで

すね、更に地球温暖化の影響というのも検討されていまして、非常に大規模な洪水が、大

雨が発生する頻度が増えるとは言われているわけですけども、やはり無降雨日数が増える

ということもシミュレーションから出てきていまして、そういった渇水被害のリスクも高

まっているんだということも理解が示されました。そういう中で、木曽川導水路という、

徳山ダムが既にあるわけですので、その水を利用するためには木曽川導水路が必要だよと

いうことは理解してますし、この検証でやったようなコスト面からの評価というのも理解

していまして、もちろんそれはこの方法が一番良いんだろうなと私は思っています。あと

は先ほどのＢ／Ｃの話もありましたけども、その辺は既にいろいろ試算はされているんで

すが、木曽川導水路だけでどうなるというようなところが難しいかと思いますので、そう

いったところはここに含めなかったのかなと思いますけども、そういう意味で将来これか

らの水供給のリスクというのを考えた場合には是非とも、木曽川導水路というのは必要な

ことだと思います。いろんな難しい問題があるかと思いますけれど、一つは先ほどの地下

水の問題というのがありまして、そういったものは、もちろん対応していけると思います

ので十分注意してやっていただければと思います。以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

参考資料4-17



 

 冨永様ありがとうございました。それでは豊田様お願いいたします。 

 

【豊田雄二郎委員】 

はい。お願いします。お金の話で言いますと、これ、倍以上になっているわけで、これ

は他の事業なんかでも聞いてもですね、最近の働き方改革であったり、物価高騰とかと言

う理由である程度納得するわけです。つまり、社会情勢が計画した当初のかなり前と比べ

てですね、これだけ変化している中で、これだけのお金が増えると。しかも関係自治体も

ある程度納得しているとすれば、このことについてはまあ理解できるわけです。しかもリ

スク対策費っていう新しい考え方を折り込んだことも、非常に評価できるかと思うんです

が、その考え方でいくと、利水の問題なんですけれども、いわゆるその利水の問題で以前

から、その需要予測とか実績との乖離っていうのは一つの争点と言いますか、散々常々指

摘されてきたことなんですけれども、今回４m3/sですか、その愛知県と名古屋市の新規利

水の部分に関して、これを前提として、まあ事業として評価して木曽川導水路がもっとも

形式的にも安いし早いという評価をされているわけですけれども、この前提となるですね、

利水が本当にそれだけ必要なのかっていうことの根拠としてどういうふうに示しているの

かなということで素案なんかを見てますと、この大量の分厚い方ですね。これ見ると、平

成３年から平成12年という数字であったり、あと、平成２年から平成12年の実績であっ

たり、これ相当以前のデータに基づいて、そのまま使ってるっていうのは、ちょっと私も。

もともと記者をやってますけれども、ちょっと納得いかないというか、説得力があまりに

も欠けるんじゃないかな、というふうに指摘せざるを得ないと思います。ただ、さっきも

申し上げたように、先日の検討の場でもですね、すべての市町村長、市長、町村含めて事

業継続に同意しているっていうことに関してはですね、そこはやはり認めないといけない

かなとは思いますが。そうは言っても、この素案の建て付け、建て方ですね、これではち

ょっとあまりにも乱暴すぎるんじゃないかなと。後ほど振り返って評価しようとした時に、

こんな数字に基づいて計画を立てていたのかという批判を受けるのは仕方ないというか、

避けられないと思うんですね。ですので、このところに関しては、改めて考え直していた

だきたいなというのが意見です。以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 豊田様ありがとうございました。それでは藤田様お願いいたします。 
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【藤田裕一郎委員】 

 藤田裕一郎です。私はいつも木曽川流域の自然のことを念頭において見ていることが多

いんですが、資料の方の素案の2-6ページにこの流域の降雨分布、平均年降水量が示され

ています。雨量の多い地域は御岳の周辺です。それから両白山地です。そのあたりの水が

多いわけです。御岳の周辺は、北側の方は飛騨川が回り込んでいってそちらの方に流れて

いる。それから南の方は王滝川から木曽川のほうに流れている。これだけ水が多くて、且

つ地形をみても、特に木曽川本川のほうはダムが造りやすかったということで沢山のダム

がそこに造られていって発電が古くから盛んに行われてきた。それらに加えて、牧尾ダム

に代表されるように用水用のダムも造られてきたということもありますし、その後も多目

的のダムが造られたということがあります。 

飛騨川のほうは発電ダムがかなり入っているというような状況になっております。 一

方で、もう一つの雨の多い両白山地の側は、長良川の上流域それから揖斐川の最大支川根

尾川も含めてそういったところの非常に豊富な水量の内、木曽川本川のほうについては使

い尽くされてきてしまっているというような状況になっているのかなと思っています。 

一方で、長良川ですね、こちらはダムの適地が少なく、洪水は一気に伊勢湾まで流れて

いってしまいます。使い切れなく蓄積が難しかった揖斐川の上流域には、旧徳山村から全

戸の方が移住して下さり、現在徳山ダムが出来てですね、できるだけそれをしっかりと活

用していこうということで、どんどん計画が立てられた。渇水対策容量としては非常に大

きな量を持っていますけれども、当然それによって貯水位が上げられていますから、発電

の能力も上がって、それなりの効果も発揮してきたということがあるわけです。そのよう

な状況の中でその水をしっかり使っていこうと思うと、やはり横に渡していくそういった

装置、そういった施設は絶対に必要ではないかなというふうに思ってきています。 

で、最大の点はですね、やはり生物の生息にとっては、水が大切ですし、それも淡水が

非常に有効です。水温の問題も当然あったりしますが、環境の中でもとにかくまず量が確

保されなくてはいけないといった時に、木曽三川の下流域、流域面積は木曽川が最大です

のでその下流域には干潟とかそういったものが広がっております。そういったところに、

量をしっかり確保して、余裕を少しでも持たしていくということはやっておかないと、や

はり生物多様性っていうのはですね、維持が困難になりますが、それは持続可能な人類の

発展というか、その存在を支えるベースになりますので、そういう意味でもこの施設をき
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ちっと造っていくべきだというふうに思ってきました。 

追加を言うと、素案の中で正常流量についての便益は何なのかというのは先ほど髙木委

員からも話がありましたが、やはり整備計画の段階で相当程度の議論を進めてきているよ

うではありますので、それを前提として進めざるを得なかったということではなかったか

ということで、その内容は全体の流れからみても妥当ではないかと思っているところです。

以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 藤田様ありがとうございました。それでは松尾様お願いいたします。 

 

【松尾直規委員】 

はい。松尾でございます。この木曽川水系連絡導水路について、徳山ダムに確保して愛

知県、名古屋市で使えるようにする水というのは利水面から申しますと、前から申し上げ

ているように、一種の保険であると今でも考えており、特に気候変動が激しさを増す現在

の状況下においては、持続可能な水道事業を展開するうえで、この渇水対応の水源として、

その重要性は益々増していると考えています。 

 また、この報告書の中で幾つかの代替案と比較されていますが、コスト面及び維持管理

面でこの連絡導水路案が有利であるという評価に異議はございません。 

 流水の正常な機能の維持に関しても、利水面と同じ評価でありますが、これに付け加え

たいと思いますが、河村名古屋市長から提案がありました名古屋市内を流れる堀川の浄化

用水としての活用を是非期待したいと思います。 

この木曽川の水の浄化用水としての活用については、以前社会実験として 0.4m3/s の水

を名古屋市の浄水場を経て堀川に導水いたしました。その結果、堀川の水質浄化効果が明

らかに認められたという結果が出ていますので、幾つかのハードルもありますし中々制度

面でも難しいところはあろうかと思いますが、是非、導水路事業で確保した水を堀川の浄

化用水として使用できるようにできたらと考えているところです。 

 最後になりますが、先ほど豊田委員からもありましたが、コストの大幅な増額、工期の

大幅な延長というのは避けられないしやむを得ないこととは思いますが、新技術の導入等

によりまして、調査設計や施工、運用面といった各段階におきまして、何とか目に見える

形でコスト縮減や事業効果の早期発現を図って頂きたい。そう言った努力をして頂きたい
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と思います。以上です。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 松尾様ありがとうございました。それでは溝田様お願いいたします。 

 

【溝田大助委員】 

溝田です。ご説明いただきました素案方針につきましては、大変長い時間をかけて検討

されておりまして、内容も多岐にわたって検討されているということで、特に異存はござ

いません。 

 この素案に至る過程で、いろいろと対策案を検討されている中で、私が関心を持って見

ておりましたのが、既得水利の合理化転用という代替案ですが、多くの関係機関から非常

に困難だというご意見をいただいたということで、素案の何ページかちょっとわかりませ

んが、かなり具体的に反論がされておりまして、私も大変ごもっともだというふうに感じ

ております。結果的には途中で、抽出される案から除外されているということであって、

妥当だと思っております。 

 これに関連して一点要望を付け加えさせていただきたいと思うんですけども、これは連

絡導水路供用開始時の問題になるかと思うんですが、具体的にどういう利用をするかとい

うことについて、木曽川の水利用、すでに非常に高度化しておりますので、既得の自流水

利権から戦後の愛知用水等々まで多岐にわたっておりますので、こういった先行水利を十

分に尊重していただいて、この徳山ダム渇水対策容量と木曽川水系連絡導水路を更に有効

に活用する方策を引き続き検討していただければいいなというふうに考えております。 

 事前にご説明いただいた際に、木曽川における維持流量確保のイメージ図という資料を

ご説明いただいておりまして、これをもとに、こんなことも考えられないかなということ

を頭の中で考えてきたんですけども、今日の資料を見せてもらったら、この資料ついてな

いんですけど、この分厚い本の中にもないんですかね。 

 水に関する複雑な話になりますので、時間的なことも含めて、ここでは触りだけ申し上

げますと、現行の木曽川の河川整備計画を見ますと、成戸50m3/sと 40m3/s、40m3/s まで

は、1/10確率では阿木、味噌、新丸山で足りるということで、平６渇水、100年に１回と

も言われた平６渇水では40m3/sに不足する分を今回の徳山渇対・連絡導水路で埋める。
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100年に１回ぐらいは使い切ると。1/10確率、すなわち十年のうち九年ぐらいは徳山渇対

容量は結果的に温存されるんだろうと。 

 そんなような使用頻度になる一方で、40m3/s と 50m3/s の差は水利用の合理化を促進し

て回復するということが河川整備計画にうたわれております。水利用の合理化を促進とい

うのが、今回の既得利水の合理化転用は困難だと各方面からご意見があったこと、それに

ヒットするのであれば、やっぱり非常に難しいという話になる。 

いろいろと水計算のシミュレーションをしていただく必要がありますけども、4000万

ｍ3あればかなり、40m3/sと 50m3/sの差は埋まるのではないかなというイメージを持って

おりまして、もちろん1/100と言われた平６並の流況では埋まらないわけですが、その際

には不特定の節水をする、そういった前例も阿木・味噌であると聞いておりますので、そ

ういった対応をするとかいうことで、せっかくの徳山ダム、木曽川水系連絡導水路の利用

頻度、利用価値をぐっと高めることが可能になるんじゃないかなと。もちろん既得水利の

尊重にもつながると。河川環境と利水安全度の一層の向上も図れるだろうと。 

 そういうことで今回平６渇水対応として40m3/sを埋めるという計画であるこの連絡導

水路、もっと利用頻度を上げて1/10とか、そういう時に成戸50m3/sを埋めれば、かなり

の効果というか、有益性が見込めるんではないかということで、そういうことも検討いた

だければ、また議論も発展するのかなと。そんなことをふと思いましたので、よろしくお

願いいたします。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 溝田様ありがとうございました。それでは本山様お願いいたします。 

 

【本山ひふみ委員】 

本山です。私は家政学の視点から子供の生活について考えてまいりました。で今回、い

ただきました、このピンクの分厚い報告書の中には、川に向き合ってきた長い歴史という

のがこう振り返って書かれていて、その時々の政治にあたる人々は、少し前に経験した大

災害を想定して、次の被害を防ごうという大局的な見通しを持って、治水利水に当たって

こられたということを、改めてあの感謝の念を抱くというふうな状況であります。 

 そして、この木曽川水系連絡導水路に関しましては、当然その水源地にあたる岐阜県の

皆様の理解の上で成り立つ事業であるということを改めて感じたり、また、名古屋市民と
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して、これまでの報道の中では利水が名古屋地区の問題なのかなっていうふうに漠然と感

じていたんですが、今回の資料にも示されているように、愛知全体への恩恵が大きいとい

うことが理解できました。 

 先生方のお話の中にもあったような水供給リスクの検討の会議に私も参加させていただ

いた関係で、矢作川の上流のダムを数年前に訪れたのですが、それ以降、あのドライブが

てら、何箇所かのダムを訪ねてみたんですが。そのダムの展示室のところには、社会見学

で小学生が訪れて理解できるようなパネルなどの展示が、あちこちでされていました。そ

の中には、ダムの底に当たることになって、なれ親しんだ地域を離れなければならなくな

った人々の足跡が見られるような展示もありました。 

 私自身は徳山ダムにはまだ行けていませんが、公共の福祉のために故郷を離れた人々の

思いというようなことも考えると、今回の検討結果を踏まえ、とても丁寧に検討していた

だいたと思いますので、その結果を踏まえて、最大限の利水と治水の計画を果たしていく

ということが大切なのではないかと感じているところです。また、このような検討の場を

経て明らかになってきた、生き物などへの影響も含めて、この連絡導水路がもたらす意味

というものを、世間の人々にわかりやすく示すというようなことも考えに加えていただけ

たらいいなということを今願っております。以上でございます。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 本山様ありがとうございました。本日のご出席の皆様、ありがとうございます。 

 続いてですね、本日ご欠席の学識者さんのご意見も事前に承っておりますので、ここで

ご紹介させていただきます。 

 

【事務局】 

 はい、私の方からですね、欠席の皆様からいただいているご意見について、ご報告をさ

せていただきます。 

 

【大野栄治委員】 

まずはじめに、名城大学の副学長であります、大野教授様からのご意見でございます。 

当該事業の便益を、身替りである建設費で代替するという考え方に疑問を持つ一般の人

が少なくはないと思います。しかるに、そこの説明が少なく代替法という専門用語で紹介
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されているというところにおいて、誤解を生まないように、ここについて少し、数行程度

で丁寧に説明されることを望みます、というご意見をいただいております。 

 

【中北英一委員】 

 続きまして、京都大学防災研究所の所長、中北教授からのご意見でございます。 

 揖斐川への影響について報告書の中に記載がされているか。徳山ダムから連絡導水路を

使って、木曽川に導水しても揖斐川の流況には問題はないということを書き加えた方が、

わかりやすい資料となる。 

 二点目、温暖化の影響について、徳山ダムにおいて検討はされているのか。ダムを考え

る上で、現在問題視されている気温２℃上昇に対する考えというのは、重要であると思う

ので、気候変動に対しても考慮されるとよい、というご意見をいただいております。 

 

【根本恵司委員】 

 中部経済連合会の、根本常務理事からのご意見になります。 

 一つ目、利水対策および流水の正常な機能の維持のそれぞれにおいて、評価軸ごとの評

価を是とする限り、目的別の総合評価の結果というところにつきましては、合理的な結論

であると。 

 二つ目、抽出された連絡導水路案は、費用の面でも他案と比べ、圧倒的な優位性を持つ

ものの、総額2,000億を超える、壮大なプロジェクトであり、工期・工区・工事方法の随

所でコスト削減の努力がされるべきである。 

 三つ目、リニアや高規格道路の建設のためのトンネル工事で発生しているような、山の

掘削に伴う想定外または想定以上の「水問題」が発生し、想定費用や想定工期を超過する

リスクを考慮しておくべきである。 

 四つ目、関係する地元および自然環境への影響に対し、適宜、公正な情報開示に努め、

適切かつ真摯な対話を保持すべきである、というご意見をいただいております。 

 

【能島暢呂委員】 

 岐阜大学能島教授からのご意見になります。 

 一つ目です。中部地方水供給リスク管理検討会の「木曽川水系中間とりまとめ」では、

平成６年渇水の想定に対して、木曽川水系連絡導水路の活用により、ダムの枯渇日数を41
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日から11日に短縮可能という試算を通じて、渇水リスク低減効果が示されている。これと

は異なる複数の評価軸を設けて、新規利水および異常渇水対策の両面から、代替案の比較

がなされている。現計画、連絡導水路の優位性は明らかであり、異常渇水、自然災害、不

測かつ突発的な事故等に起因する水供給リスクの低減策として、有効性の高い事業である

と考えられる。 

 二点目になります。一方、持続性・地域社会への影響・環境への影響については、コス

ト、時間的な観点から見た実現性の評価を覆すほどの要素はないと考えられるとされ、費

用便益比が示されているが、懸念材料も多い。地下水への影響に関しては、追加的な建設

費用、補償費用、工期延長などが生じる可能性が高く、事業地およびその周辺への影響に

関しても、残土処理のコスト増の可能性がある。事業化にあたっては、コスト縮減や工期

短縮の努力が必要であるのは当然のこととして、様々なリスク要因を勘案し、コストを内

部化、また充分な事前対策を行って、周辺環境へのインパクトを最小化するとともに、事

後的な事業費の高騰を可能な限り、回避することが必要である、というご意見をいただい

ております。 

 

【森誠一委員】 

 最後になります。 

 岐阜協立大学の森教授からのご意見でございます。 

 維持流量、確保流量、正常流量など似たような名称があるが、一般の方にはわかりづら

いため、説明が必要だと感じた。対策案の比較において、環境調査は、施工内容や、地域

特性によって実施する内容が変わってくる。また、維持管理を考えるにあたって、近年は

長寿命化という考え方もある。そういった中、比較の中で、適正に反映をされたい、とい

うご意見をいただいております。 

 

 先生からのご意見について報告をさせていただきました。 

 

【水資源機構中部支社次長（末松）】 

 はい、ありがとうございました。 

 これまで学識経験者の皆様から報告書素案に対してご意見をいただいたところでござい

ます。この素案に対するご意見につきましては、別途行います、関係住民からの意見をお
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聞きし、それらに対して検討主体の考え方を取りまとめて報告書に追加します。追加した

報告書については、改めてホームページに掲載する手続きをとりたいと考えております。 

 ここまでの中で事務局の中で何かコメントがございましたら・・・。 

はい、それでは今日いただいたご意見につきましては、事務局の方から一度確認をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ちなみに、関係住民からご意見をいただく場につきましては、６月５日に岐阜会場と名

古屋会場、６月６日に桑名会場を予定しております。また、文書による意見募集も現在行

っているところでございます。以上でございますが、本日予定しておりました議事が終了

となります。 

 今日の資料ですけども、明日以降、必要でありましたら、郵送で送付させていただきた

いと思います。もし不要でございましたら、議事次第のところにバッテンをつけていただ

けると幸いでございます。 

 それでは、本日いただいたご意見につきましては、先ほど申しましたように検討主体の

考え方を取りまとめて、公表させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これをもちまして、ご意見をいただく場を閉会させていただきたいと思います。本日は

ありがとうございました。 

［了］ 
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資料５ 

 

 

「木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書(素案)」

に対する関係住民からの意見聴取結果について 

【議事録】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する 

関係住民の皆様からのご意見をお聴きする場 

 

日時：令和6年 6月 5日（水）18時 

場所：ハートフルスクエアーＧ 

 

 

【発表者（岐阜１）】 

大垣に住む○○○○○と申します。 

 1995 年に建設省が徳山ダム建設事業審議委員会を設置して以来、ほぼ 30 年近くにわた

って、徳山ダムと関連事業を注視してきました。いろいろな委員会などの傍聴に足を運び

ました。行政間の覚え書きや非公開の会議資料なども､ときに妨害に遭いながらも、情報公

開請求手続きを重ねて入手しました。さらに国会議員を通じての質問主意書などで情報の

確認をしてきました。この事業に関して、詳しい一人だと自負しています。 

 木曽川水系連絡導水路は、徳山ダムの水を木曽川に導水するものです。 

 2009年、私たちが、愛知県に「愛知県には徳山ダムの水は不要だ、だから導水路も要ら

ない」と言いに行ったとき、担当者の返事は「徳山ダムができちゃったから」というもの

でした。導水路の必要性を、データと論理をもって説明するのではなく、徳山ダムができ

ちゃったからその水を使えるようにするしかない、というのです。つまり、木曽川水系連

絡導水路は「徳山ダムができちゃったから導水路」なのです。 

 それから15年、導水路が必要だという切迫した話はどこからも聞かれません。要らない

のです。 

 2008年の事業実施計画では、事業費は890億円でした。3,500億円の徳山ダムを使わな

いとモッタイナイからさらに890億円をかける、というのは、悪い意味でのお役人の思考

法、即ち「自分の懐が痛むわけではないから」なのだとしか思えません。そして今、事業

費は2.55倍の2,270億円に膨れ上がったそうです。3,500億円の徳山ダムがモッタイナイ

から2,270億円をかけて、ダムの水の一部を使えるようにする・・・ひと言で言って馬鹿

な話です、本来、行政に求められている合理性のかけらも見えません。 

 徳山ダムは、水資源開発促進法に基づく「水資源（都市用水）開発」のダムです。ここ

から水を引く木曽川水系連絡導水路（徳山ダム導水路）も、水資源開発促進法に位置づけ
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られた事業で、利水者として参画した愛知県・名古屋市の取水を可能にすること、つまり、

目的（２）「水道用水及び工業用水の供給」が本来の第一の目的です。 

 名古屋市でも愛知県でも水需要は減少してきています。節水機器が普及して、給水人口

が若干増えても、給水量は増えません。今後、人口は減少します。水需要は減るばかりな

のは明らかです。 

 2004年の第４次木曽川フルプランは、とっくに破綻しています。第４次フルプランで要

るとされた徳山ダムの水が、今もって一滴も使われていないのは、要らないからです。要

らない施設にお金を投じてはいけません。不要な施設建設にお金を注げば、水道料金を上

げざるをえません。公営企業会計は、独立採算が原則だからです。実際には、地方財政法

６条を逸脱して税金を投入するようなこともよく行われてきました。いずれにしても、要

らない施設への投資の負担は、住民の肩に重くのしかかってきます。 

 2009年当時、名古屋市の担当者で「200年に一度の異常渇水が起きたらどうするんだ！

想定外の万一に備えて徳山ダムの水を使えるようにするのだ！」と叫んだ人もいました。

しかし、平成６年渇水の後の住民アンケートでも、住民は「異常渇水時でもジャブジャブ

と水を使う」ことなど望んではいないことが示されています。そして平成６年渇水のとき

の19時間断水は、農業用水の権利者との話し合いで、解消されました。 

 「想定外の万一への備え」をハード対応でカバーすることは不可能です。異常渇水のと

きに少ない水をどう分け合うのか。分かち合いの仕組みに知恵を絞ることこそ、行政が汗

をかくべき仕事です。  

 目的（１） 流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）。 

 「木曽成戸地点において河川環境の改善のための流量を確保する」とありますが、木曽

成戸地点で40㎥/秒の流量を確保しなければならない科学的根拠は全くありません。平成

６年渇水のとき、確かに木曽川下流部でヤマトシジミの斃死は見られました。しかし、そ

の後、ヤマトシジミの生息状態は自然に回復しています。 国会での質問主意書への答弁

書でも「深刻な環境被害を窺わせる資料は存在していない」とあります。 

 木曽川の生き物のために40㎥/秒の流量を確保するべき」というのは誤り、もっといえ

ばウソです。 

 「長良川のアユ・ウグイ・カワヨシノボリの産卵のために水深30cmを確保する」という

のにも科学的根拠はありません。むしろ世界農業遺産「清流長良川の鮎」にダメージを与

える懸念のほうが大きいのです。 
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 河川環境保全どころか環境破壊になってしまうのではないか。先日の学識者からの意見

表明でも、複数河川を結ぶことで、カワヒバリガイのような侵略的外来種を拡散・繁殖さ

せてしまう危険性が指摘されていました。 

 目的（１）には、全く合理性がありません。 

 導水路事業の目的（１）、（２）ともに不合理で、不要なものです。不合理で不要なもの

の代替案を検討するのは、無意味でナンセンスです。 

 検討報告書(素案)の 100ページほども占める代替案の検討は、滑稽な茶番でしかありま

せん。 

 「検討の場」が設置された2010年に、愛知（名古屋）で,生物多様性COP10が開催され、

20の愛知目標が採択されました。愛知目標３と真剣に向き合えば、“遅くとも2020年まで

に”この事業を進めることの可否が、極めて厳しく検討されなければならなかったはずで

す。 

 しかし､この「検討報告書(素案）」には、愛知目標も、生物多様性国家戦略も、真面目に

検討された形跡がありません。国際的な公約であり、国家戦略なのです。「あれは環境省の

所管だから国交省は関係ない」という話ではありません。この「検討の場」、「検討報告書

(素案)」は、その面からも落第です。 

 最近、リニア新幹線の工事で近辺の地下水位が下がったという事例がいくつも報告され

ています。地下の長いトンネルを通ってダムの水を引くことへの弊害、環境への悪影響の

懸念は深まるばかりです。 

 効用､言ってみれば「御利益」はなくて、不安と懸念ばかりの導水路事業、それも事業費

が2.55倍にもなった・・・この事業は継続すべきではなく、中止とするしかありません。 
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 ★
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
は
「
徳
山
ダ
ム
が
で
き
ち
ゃ
っ
た
か
ら

」
導
水
路
？

 

 
3
5
0
0
億
円
の
徳
山
ダ
ム

の
水

を
使
わ
な
い
と
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
か
ら

、
さ
ら
に

8
9
0
億
円
を
か
け
る

？
？

 
い
や

2
2
7
0
億

円
に

な
る

！
！
 

 
行
政
に
求
め
ら
れ
て
い
る
合
理
性
の
か
け
ら
も
見
え
な
い
。

 

 ★
 
目
的

(
2
)
「
水
道
用
水
及
び
工
業
用
水
の
供
給
」

。
 

・
徳
山
ダ
ム
事
業
に
、
利
水
者
と
し
て
参
画
し
た
愛
知
県
・
名
古
屋
市

が
「
木

曽
川
に
お
い
て
取
水
を
可
能
と
す
る
も
の
と
す
る
」

が
本
来
の
第
一
の
目
的
。
 

・
2
0
0
4
年
の

第
4
次

木
曽
川

フ
ル
プ
ラ
ン
は
破
綻
。

 

 
徳
山
ダ
ム

新
規
開
発

水
が

、
今
も
っ
て
一
滴
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、

 

 
 

「
要

ら
な

い
」

か
ら
。

 

・
不
要
な
導
水

路
建
設
へ
の
投
資
は
、
住
民

の
肩
に

重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
。
 

・
平
成

6
年
渇
水
の
と
き
の

1
9
時
間
断
水
は
、
農
業
用
水
の
権
利
者
と
の
話

し
合
い
で
、
解
消
さ
れ
た
。

 

・「
想
定
外
の
万
一
へ
備
え

｣
を
ハ
ー
ド
対
応
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
不
可
能

。
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 ★
 
目
的

(
1
)
 
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
（
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
の
補
給
）
。
 

・「
木
曽
成
戸
地
点

に
お
い
て
河
川
環
境
の
改
善
の
た
め
の
流
量
を
確
保
す
る
」
 

 
木
曽
成
戸
地
点
で

4
0
㎥
/
秒
の
流
量
を
確
保

す
る
べ
き
科
学
的
根
拠
は
な
い
。
 

 
平
成

6
年
渇
水
で

｢
深
刻
な
環
境
被
害
を
窺
わ
せ
る
資
料
は
存
在
し
て
い
な

い
｣
（
一
六
六
国
会

質
問
主
意
書
答
弁
書

）
 

・
「
長
良
川
の
魚
類
の
産
卵
に
水
深
３
０

c
m
の
流
量
を

確
保
す
る
」
に
も
科
学

的
根
拠
は
な
い
。

 

・
河
川
環
境
保
全
ど
こ
ろ
か
環
境
破
壊
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

 

 ★
 
導
水
路
事
業
の

目
的

(
1
)
 
(
2
)
と
も
に

不
合
理

。
導
水
路
は
不
要
。
 

 
不
合
理
で
不
要
な

も
の
の
代
替

案
を
検
討

す
る
の
は
、
無
意
味
、
ナ
ン
セ
ン
ス
。
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 ★
 
｢
検
討
の
場

｣
が
設
置
さ
れ
た

2
0
1
0
年
に
、
愛
知

(
名
古
屋
)
で
 

 
生
物
多
様
性
条
約

C
O
P
1
0
が
開
催

さ
れ
、

2
0
の
愛
知
目
標
が
採
択
さ
れ
た
。
 

愛
知
目
標
３

と
真
剣
に
向
き
合
え
ば
、

”
遅
く
と
も

2
0
2
0
年
ま
で
に
”
導
水

路
事
業

の
可
否
が

、
極
め
て
厳
し
く
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
。
 

 
し
か
し

､
こ
の
｢
検
討
報
告
書

(
素
案
）
｣
に
は

、
愛
知
目
標

も
、
生
物
多

様
性

国
家
戦
略

も
､
真
面
目
に

検
討
さ
れ
た
形
跡

が
な
い

。
 

 
国
際
的
な
公
約
で
あ
り
、

国
家
戦
略
な
の

に
！

。
 

 ★
 
リ
ニ
ア
新
幹
線
の
工
事
で

近
辺
の

地
下
水
位

の
低
下
の
事
例
。
 

 
地

下
の

長
い

ト
ン

ネ
ル

を
通

っ
て

ダ
ム

の
水

を
引

く
こ

と
へ

の
弊

害
、

環
境

へ
の
悪
影
響

の
懸
念
は
深
ま
る
ば
か
り

。
 

 
効
用

､
言
っ
て
み
れ
ば
「
御
利
益

」
は
な
く
て
、
不
安
と
懸
念
ば
か
り

の
導
水

路
事
業
、
そ
れ
も

事
業
費
が

2
.
5
5
倍
に
も
な
っ
た
・
・
・
こ
の

事
業
は
継
続
す

べ
き
で
は
な
く
、
中
止
と
す
る
し
か

な
い

。
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木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する 

関係住民の皆様からのご意見をお聴きする場 

 

日時：令和6年 6月 5日（水）18時 

場所：ハートフルスクエアーＧ 

 

 

【発表者（岐阜２）】 

はい、元岐阜大学の○○です。木曽川水系の都市用水の需要と供給について、ずっと研

究してきました。ええ、二点ですけども、まあ今の○○さんの話とも重なりますけども、

木曽川水系の水需要の実態がもう全然変わってしまっていて、未だに河口堰や徳山ダム導

水路を建設するのは全く無駄であるということが一点。それからもう一つは、正常流量と

言いますか、河川整備計画の方にも問題があるということをお話しようと思ってます。 

まず最初のスライドですが、河口堰の時にですね、フルプランが改定されずに進んでし

まったので、それはおかしいということが1993年の内閣の閣議で指摘されたんですね。

それで慌ててフルプランの見直しがあったんですが、次は2004年の徳山ダムの事業費が

予定をオーバーしたところで、まあ再びその事業計画が合っていないので見直しをしまし

た。その時の計画の目標は2015年です。つまり、９年前です。で９年経ったにもかかわ

らず、実績も出てきているわけですけども、相変わらず水需要が増える必要であるという

議論はナンセンスだと考えています。あとはまあ、渇水対策がありますが、それは後ほ

ど。次お願いします。名古屋市と愛知県の尾張地域、つまり名古屋市を除いた部分につい

てお話したいんですけども名古屋市の一日給水量のピークは1975年の 123万トンです。

現在、それは今80万トンです。つまり２／３に落ちてるんですね。それで当然、名古屋

市の水道の経営にも非常に大きな影響を与えています。理由はやはり洗濯機やそれからト

イレの節水化が進んだこと、名古屋市の人口今まだ増えてるんですが、それでも落ちてく

るんですね。それからビル用はですね、今地盤沈下も収まってる地下水の組み上げを始め

てるんです。従って業務用も減少してきてるわけです。名古屋市の水道事業の経営は非常

に厳しいです。じゃあ次お願いします。 

水源の方から示したのがこのグラフですが、名古屋市は木曽川の自流に犬山で7.56m3/s

の水利権を持っています。これは実は権利落ちしません。渇水に強いです。それぐらいに
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木曽川総合用水がまあ12m3/sくらいあって、まあそのうち２m3/sあればですね、今80万

m3の給水量は十分足りるんですね。だから河口堰の水も使っていませんし、徳山ダムの水

も一番上の１m3/sなんです。全く使う必要がないです。水源が２倍以上になっちゃったん

ですね。にもかかわらず、名古屋市はなかなか止めてくれないんですけども。はい、次お

願いします。 

次は愛知県の尾張地域です。ここは河口堰というか木曽川総合用水の段階でも完全に余

ったんですが、長良川河口堰、一部知多で使っていますが、これは木曽川に戻せます。 

それからこれも一番上のですね。徳山ダムの部分ですが、右下のピンクの部分が実際の

愛知県が県水として供給している部分。80 万 m3 ぐらいですけども、2 倍以上の水源にな

っちゃっているんですね。いるはずがないですよ。はい、次お願いします。 

なぜ2004年の 2015年を目標にした水需要予測が間違ってたかってことなんですが、間

違ってたというより、実際には数値を操作したと言うべきなんですね。赤枠で囲った部分、

ちょっと、フロアから見にくいかもしれませんけども、一人一日あたりの家庭用有収水量

が、2000年で254リットルだったものが262に増えるという予測をしていて。そんなこと

はならなくて、実際の2015の実績は235リットルでした。後で言いますが、もっと節水す

れば200リットルぐらいまで実は落ちます。それから最大と平均の比を負荷率にするんで

すが、ええ、これはもうあの80%で非常に低い値を取っていて、実際にはもう全国的に90%

近くになってます。つまり、ピークが落ちてくる、そうすると平均との差が縮まる。 

３つ目は、あの利用量率、つまり取水してから浄水場を経由して、家庭や企業にいく訳

ですが、これも今も100%近いんですが、これを91%と設定しました。つまり、いろんな指

標を誤って設定することによって、水需要が増えるような計画を作ってしまったわけです。

それは現実の2015年の実績に合わなくなったと思います。はい、じゃあ次お願いします。 

ということで、2015年目標の木曽川水系のフルプランがもうご用済みになっている。で、

その次の計画作らないと導水路の事業にしても成り立たないんですけども、これは国交省

の側もそれから愛知県や名古屋市も直接は出していません。ただ水道の経営計画がありま

すので、それとは合わせています。それは愛知県の尾張の部分で、代わりに2030年の需要

予測しましょうかと、先ほどのいろんな数値をきちんと取ります。今、人口減少の中でな

かなか出生率も回復しないんですけども、2030年までの予測を作ってこれで減少していく

んですけども、2020年、22年位の実績がわかってきます。 

で、節水をした場合が下の①。これまでのトレンドでいた場合には、②でちょっと差が
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あるんですけども、もちろん人口推計も変わりますので差は出てくると思うんですけども、

20年度の実績はむしろ減る方向に近いところで今推移しています。2024年、2030年まで、

それ以降の人口減少も確実ですので、水需要の増える可能性は全くありません。はい、次

お願いします。 

かなりややこしいのが、正常流量あるいは異常渇水対策ということですけれども、先ほ

ど事務局から検討された案があったんですが、選択肢からわざと除いている、しかも、過

去に実績があるものを除いている、これは明らかに計画上まずいんですよね。中部地整は

そこを十分ご存知のはずです。一つ目は1994年、平成６年の渇水ですが、一番最後は農業

用水から転用してもらうことによって切り抜けました。実は、隣の矢作川水系明治用水が

ですね、節水になったらまず農業用水の節水を先行して水道分を減らすのを後に後回しに

するっていうルールをきちんと持ってるんですね。なぜそれが木曽川でできないのかと。

やればできるんです。ところが今回、関係者へのヒアリングではですね、農業用水側は「い

や、必要だから減らさない」と。本来やるべきことをやる対策を口実にですね、やってる

わけです。二点目は成戸の40m3/s、あるいは長良川の26m3/sという正常流量ですけども、

40m3/sはまあ必要はない。これもね、あの愛知県の委員会で、中部地整さんとやり取りし

たんですけども、成戸地点の取水したり、（成戸）から貯留する制限流量が実は50m3/sな

んですね。で、これは過去木曽三川協議会1963年に決まってるって言ったんですが、その

時の数値のデータを僕は洗い出しました。その時は40m3/s 、50m3/s、60m3/sで計算して

います。40m3/s トンでも別に問題あると考えてなかったんですよね。その 10m3/s 分を落

とせばですね、岩屋の補給流量を減らせるので、実は渇水期間のそれを凌げるというシミ

ュレーションを僕やったんですけども、問題は起こらないんですよね。 

40m3/s にしてれば 40m3/s を下回っても問題はないですけども、実際には渇水の時には

農業用水も取水しますんで、20m3/sとか、もう平成６年の時はもうゼロに近い時もありま

したしね。それで環境への目標が生じたわけではあります。 

次３つ目。岐阜県に関係する部分では東濃用水の節水に関係するっていうのが出てくる

んですけども、次お願いしますね。もう一つ先にいっていいかな。牧尾ダムはね、設計が

悪くて牧尾ダムに流れてくる水を次の発電所にこうやって回してしまってるんで、水が貯

まらないんですね。もう一つは、兼山のところで取水するんですが、そこに今の関西電力

が 200m3/s という豊水の水利権を持ってます。200m3/s は多すぎると最初からずっと言わ

れ続けてたんです。150m3/s でも十分。実際、1970年代の前半は150m3/s に落としたんで
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す。暫定で。ということは愛知用水はそれで十分やっていける計画なんですね。その上で

阿木川ダムと味噌川ダムができて、この三つのダム統合運用ということは、中部地整さん

がやっています。これで渇水は起こらなくなったんです。ちょっと戻ってもらっていいで

すか。ごめんなさい。これなんですが、最近ほぼ渇水は起こりません。 

だから渇水といってもですね、ダムの貯水量が50%を切ったところで節水を10%、20%始

めるぐらいなんで、実際の給水には全く影響してないんですよね。はい、じゃあ次の次に

行ってください。 

だから東濃の場合はですね、まあ、人口もちょっと減り気味なんですけども、東濃と言

えば中濃を合わせた岐阜県の東部の用水供給事業を実施してますが、これも岐阜県の水道

事業化が経営が厳しいので、規模を給水能力ダウンサイジングを進めてます。つまり、こ

ういう対策を取れば導水路の事業は全く不要だと考えます。ちょっと最後だけ尻切れトン

ボとなりごめんなさい。 
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木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する 

関係住民の皆様からのご意見をお聴きする場 

 

日時：令和6年 6月 5日（水）18時 

場所：ハートフルスクエアーＧ 

 

 

【発表者（岐阜３）】 

岐阜市在住の○○というものです。長良川のほとりでずっと住んできました。今は少し

離れてますが、ずっと長良川を見ながら、この導水路についても、一番早く、この導水路

は問題あるということで、声を上げさせていただきました。まず第一にこの導水路事業と

いうのは、もともと住民は知らなかったし、望んでいません。そして徳山ダム導水路は、

異常渇水時の河川維持のためとしていますけれども、平成６年の渇水時、長良川の魚も、

そして、釣り人も全く困りませんでした。鵜飼いは困ったと言っていますけれども、鵜飼

いも実際調べてみるとやめたことはありませんでした、渇水によって。鵜飼いがやめたこ

とあるのは洪水の時であり、コロナの時でした。渇水で鵜飼いが中止になったということ

はありません。それから、岐阜市水道の水源は枯れたことがありません。はじめはこの渇

水の導水路の問題の時に岐阜市は、この検討の場の幹事会において、このような理由をは

じめて賛同するようなことを言ってました。渇水時に、環境維持のために欲しい、それか

ら鵜飼いが中止となったら困る、そして我が水道水源は危ない、というふうに言っており

ました。しかし、途中からまったくこの三つを言わなくなりました。それはなぜか、これ

は導水路は岐阜市にとって必要ない。環境の心配はある。環境の心配、導水路の水が流れ

ることによって環境の心配があるんだ、というふうに、発言は完全に変わりました。は

い、次お願いします。 

では、このような必要ない水がどうして４m3/s流されるのか、全く数値のない根拠で、

この導水路計画を樹立するためにいっとるわけです。次お願いします。 

これちょっと見にくいので申し訳ありませんが、木曽川基本方針の基礎となる資料、要

するに、この川にどれだけの水を流すと環境にいいのかっていうような感じのものがある

んですけれど、それが下の図にあるように鮎は深さ30センチ、ウグイは何センチ、その
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ような数字的なものが述べられています。流速についても述べられています。そしてそれ

を、あのような表のような形で決定して、というか勝手に決めて、それを河川断面で割っ

て。そうすると、高さ、そして流速をはっきりさせれば流量も出ます。それによって、こ

の長良川に渇水時４m3/sを出さなければ、補充しなければならないという結論が出たわ

けです。じゃあ、どこら辺でその算定をしたのか、それが、右下にあります。結局、忠節

橋のちょっと下流、51.3キロのところにその地点を設けてあるような計算をしました。

しかし、皆さん、この間の国土強靭化によって、長良川は全く変わりました。用水のよう

になってます。全くこんな計算をしても意味ないし、その魚に流速何メートル、深さ何セ

ンチっていうこと自体が、問題として崩れています。この数字をもとにしてＢ／Ｃ効用

が、便益がどんだけあるのかというようなことをやっていますから、それは基本的にこの

数字、この水量がいるんだ。そのためには代替えとしてこれくらいのダムが必要なんだい

う計算をするわけです。これくらいのダムをもういかに高くなればなるほどご利益が大き

い。こういうおかしな検証をずっとやってます。はい、次お願いします。事業費が2.55

倍というふうに３月28日に発表されました。第8回幹事会です。多分自治体関係には知

られていたのかもわかりませんけれど、公にはここではっきりさせました。そしてこの

2.55倍、資料にも皆さん、手元の資料にもありますけれど、働き方改革だの、物価の値

上がりだということでやってますけれど、実際にはそうではありません。工事内容が大き

く変更しているんです。はい、次。 

出された内容はこのようなものでした。右下の図がわかるように、揖斐川から、根尾川

から木曽川まで一気にトンネルでこれを持っていく、圧力トンネルで持っていこうという

ふうな工事に変わっとるので、私はびっくりしました。従来は上のように川を越える毎

に、例えば鳥羽川を超えるときには、鳥羽川を越えるための圧力管で、そしてまた上へ上

がって、長良川を超えるときには長良川の下を潜ってというような図になっているところ

が、一気に根尾川から木曽川に変えると大幅な工事変更がある。従来、住民説明会やられ

た時も山岳工法ＮＡＴＭ工法だから安いからこれで取り上げてやりましたというようなこ

とを、当初の導水路計画に出されてました。しかし、ほとんど全てを、もうこの今になっ

てシールド型のＴＢＭ工法にしてしまったわけ、だから、これほど大きい変化あるのに

も、これは住民にも何も知らさずに、具体的なことは何も知らされていませんでした。そ

して、この幹事会の中で、これについて質問する自治体もありませんでした。これが不思
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議なんです。自分のマンション買うのに2.55倍になりますよと、柱は今まで鉄筋でこう

いうふうにやるものが、もっとこの太さがここに変わりました。これで黙ってますか。こ

れはこの検証の経過です。それから次をお願いします。 

だったら、なんでこのシールド工法に全て変えたんだ。これは工事事務所の方に何度聞

いても、らちがあきませんでした。はっきりした答えが返ってきませんでした。私は実

際、国会議員を通して質問書を本省の方に問い合わせました。結局ですね。今までの山岳

工法をたくさんスパンでやると、結局、地下水問題が起こる。要するに工事が終わっても

地下水が低いままで低下したままの部分がかなり出てくる。それが心配だということ、で

すから、ＴＢＭシールド工法に変えたというのがある。これも一切この検証騒ぎの中では

具体的に説明されたこともありません。これが一番問題だと思います。実は、この変わっ

たというのは地下水対策、本当はあったんです。この例えば、設楽ダムの時にも左岸の方

の、こちらの山は崩れやすい。だから、このような説明なんかをきちんとしているんで

す。だけど、なぜかこの導水路では一切、沈黙のまま進められている。次お願いします。 

もう一つ、岐阜市の一番心配なのは、この導水路の水がどっから落とされるか、流され

るかです。はじめは、この古津谷川から流すということで書かれてあります。ところが、

新しい図面では岩舟川、要するに志段見のところですね、松尾池のある、この谷のとこか

ら流そうというそういうことになっています。なんでこんなふうにしたのか、これも説明

は受けています。もともと考えてきたけど、それは別に今、決定したことじゃない、いう

ような言い方して、なかなか説明してくれていません。先日、岐阜市とも懇談をもったん

ですけれど、岐阜市にもきちんとそのことは説明されていません。この岩舟川、岩舟川っ

ていうのは、もともと明治時代、デ・レーケが長良川を見た時に危ない谷だ。山が緩いと

いうことでえん堤を造って、今のような松尾池のようなえん堤ができたわけです。 

はい、次最後。４m3/sの環境のための次に0.7m3/sの名古屋市工業用水に流される水

があります。要するに、岐阜市の中を通って、下から羽島市からやるということですか

ら、実際には、名古屋市工業用水では一日、だいたい６万m3ぐらい使用しておるようで

すけれど、実際には大治浄水場、名古屋市のすぐ左上にありますけれど、この浄水場の中

には水道と上水道と工業用水の浄水場が一緒にあります。ここはパイプともつながってま

す。案の定、これはパイプでつなげて工業用水を作業用水という名前で、ちゃっかりずっ

と使ってきているのです。はっきりいったら盗水なんです。 
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これは名古屋市工業用水が今の余っている、先ほどから説明あった木曽川について、名

古屋市水道がどんだけ使っても大幅に余ってるんです。その余り水を今使ってるんだか

ら、その余り水を水利転用とかすれば簡単にできるわけ。だから名古屋市がきちんとその

こと反省して、水利転用なりすれば、岐阜市に、長良川に0.7m3/s流す必要は全くありま

せん。以上です。 
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木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する 

関係住民の皆様からのご意見をお聴きする場 

 

日時：令和6年 6月 5日（水）18時 

場所：ウィルあいち 

 

 

【発表者（名古屋１）】 

 はい。ただいまご紹介いただきました私、名古屋市北区に住む○○と申します。このス

ライドにありますように、私は堀川1000人調査隊という市民活動の事務局長を大凡20年

間にわたって務めております。堀川1000人調査隊というのは、2007年から2010年まで

実施された堀川の浄化のために木曽川の水を導水する社会実験をたくさんの市民の視線で

その効果を検証する活動から始まりまして、現在まで名古屋市と市民が一緒になって堀川

の浄化再生を進める活動を続けてきています。そうした立場にありましたので、私はこの

木曽川水系連絡導水路の事業については、人一倍の関心を持ってまいりました。しかし、

本日はそういう立場をちょっと離れまして、まずは一市民として、この事業についての賛

成意見を述べさせていただきます。次のスライドをお願いします。私は大きく三つの理由

で、この連絡導水路事業に賛成し、一刻も早い着工、完成を望んでおります。その一つ目

の理由です。今年初めの能登半島の地震には大変驚きました。今も水道が復旧せず、大変

困っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。地震だけでなくて火山の噴火も心配

です。木曽三川流域には火山もあり、例えば溶岩で川の流れがせき止められないこともな

いとは言えません。いつ、どんな大災害がどこで起きてもおかしくない、そういう中で先

人の皆様がつくってきてくださった現在のインフラだけに頼っていては、とても不安で

す。現役世代の私たちは、常にリスクに対してはアップデートし、備えを厚くしていく必

要があると思います。また、この地域は木曽三川という大変恵まれた大河の恩恵を受けて

います。この木曽三川を単独に利用するのではなく、うまく結び合って、ネットワークと

して相互利用ができる条件に恵まれているのに、これが十分に活用されないのは、あまり

にもったいない。そう思うのが一つ目の理由です。次のスライドをお願いします。２つ目

の理由です。今回の事業費は、昨今の経済事情により確かに割高になっているかもしれま

せん。これも事業を進める上での大きなネックの一つになっていることと拝察をいたしま
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す。しかし、徳山ダム自体はすでに出来上がっております。このダムに投じた建設コス

ト、すなわち先行投資分は十分に使われないまま放置されているように私たち市民には思

われます。しかし、ダム本体に比べれば、あと少しのお金を投じればこれまでの先行投資

が死に金でなくすべて生きたお金になります。そして私たち住民は孫、子にわたる将来世

代にわたって、長くその恩恵を受け続けることができます。親たちの世代が投資してくれ

た資産を少しでも生かして使いたい。そのための必要経費であると、私は思います。これ

がこの事業に賛成する２つ目の理由です。次のスライドをお願いします。３つ目の理由で

すが、昨年、名古屋市が国に対して提案した三つの提案、すなわち、連絡導水路をより一

層活用し、付加価値、コストパフォーマンスを高めることになり、とても理にかなってい

ると思いますので、この提案に私は全面的に賛成です。この三つの名古屋市の提案とは、

連絡導水路を活用して安全でおいしい水を確保すること、流域治水に活かすこと、そして

これは私の悲願でもあるのですが、堀川の再生に活用すること、いずれも私は大賛成で

す。安心安全、そして魅力のある地域づくりを私たちの世代で推進し、そして次の世代に

受け継いでいくためにも、ぜひ、この木曽川水系連絡導水路事業を進めていただきたいと

思います。以上で私の賛成意見の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 
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木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する 

関係住民の皆様からのご意見をお聴きする場 

 

日時：令和6年 6月 5日（水）18時 

場所：ウィルあいち 

 

 

【発表者（名古屋２）】 

こんばんは、私は名古屋市瑞穂区から来ました○○○○と言います。前の職業は名古屋

市の上下水道局の職員です。その経験から今日はみなさんにお話をしたいと思います。 

さて皆さん13年ぶりに開催されました検討の場では、導水路の建設がもっとも有利な案、

先ほどお話しのあったとおり、素案を了承する一方で、その場では事業費が当初の890億

円から約２．５倍の2,270億円に増額されることに対して、並みいる方々が、首長の方々

が縮減に努めてほしいとの意見が相次ぎました。しかし、ちょっと待ってください。私は

税金の無駄遣いをやめるためには導水路建設そのものをやめれば良いのではないかという

議論が全くされなかったことが不思議でなりません。私が生活を営む名古屋市水道の需要

は70年代は確かに大変でした。ピークでは大変でした。その時に比べて２／３まで、今減

っております。１日180万トンの水利権に対して2020年は最大でも１日82万トンでした。

都心回帰で給水人口が増えても、水需要は節水器具の復旧や生活習慣の変化などで減り続

けています。95年に運用を開始した長良川河口堰の水は一滴も使う予定がありません。不

都合な真実は何か、水余りです。それが何より証拠には09年４月行政の無駄遣いを許さな

いをスローガンに初当選した河村市長はその翌月の５月、水需要が増えていないことを理

由に撤退を表明しました。支持率は中日新聞に載りましたが、本当に急上昇しました。輝

いて河村市長の顔が写真に載りました。また、昨年５月に開催の導水路を巡る意見交換会

では、市民の会場発言は９人中７人が反対でありました。反対もしくは考え直してほしい

ということでありました。堀川浄化には余っている、現在余っている水を使えばいいので

はないか。そして凍結すべきだという意見に対して、市長の手のひら返しにびっくりしま

したということの意見も出ました。反対派、皆さんも出席されたかもしれませんが、私も

参加しました。反対派の挙手が多くて、司会の方が賛成の人はいませんか？と言ってです

ね。探し出す始末でした。 
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検討の場が今なすべきことは、名古屋市民にとっても何のメリットもない、この導水路

事業の延命をあれこれ図るのではなく、直ちに税金の無駄遣いの中止を決定することで

す。今ある資産を有効活用することが大事だと思います。以上、ご清聴ありがとうござい

ました。 
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木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する 

関係住民の皆様からのご意見をお聴きする場 

 

日時：令和6年 6月 5日（水）18時 

場所：ウィルあいち 

 

 

【発表者（名古屋３）】 

 はい。名古屋市に住んでいます、○○○と申します。今は福祉施設の送迎ドライバーの

仕事をしております。いわゆるダムマニア・水道下水道マニア・暗渠マニアの一市民です。

私は導水路計画に反対の立場で簡単に発言をさせていただきます。こちらに事務局に要旨

としてお渡ししたものをそのまま映してもらっておりますので、それを参考に聞いて頂け

ればと思います。 

 まず１、２、３ということであげました。マニアなんですけど、ずっと名古屋市に暮ら

して、名古屋市で仕事をしておりましたものですから、名古屋のことしかしゃべれません

のでよろしくお願いします。 

 まず、私は自分で町の郷土史家と言ってるんですけど、名古屋市の色々な歴史を紐とい

てみました。木曽川水系の水資源開発計画は、偉大な杉戸清さんが市長をやってらっしゃ

った頃に作りだされたと聞いておりますし、歴史に書いてあります。当時は相当の大風呂

敷でして、名古屋市の人口が400万人。合併合併合併の時代でしたんで、名古屋市は膨張

をするっていうことで、今の弥富市や飛島村、そして東海町を含む広大な範囲に名古屋市

の市域が拡大をすると。当時は開発するってことは名古屋市に編入されないと開発されな

いという時代でしたんで、とにかく名古屋市がどんどん膨張する。西部臨海工業地帯、南

部臨海工業地帯も名古屋市になると。したがって、今東海市にある大製鉄所にも名古屋市

が給水をするということを前提に、今の計画に乗っかったというふうに聞いています。当

時は、200 万㎥、一日で 200 万㎥。今、先ほどの加藤さんおっしゃいましたけれども、今

80万㎥が現行の給水量ですんで、400万人を養うっていうことでしたんでそのぐらい必要

だったと思うんですけども、今230万人で80万㎥ということでございます。 

当時の計画書を見ると、中川区、港区も、もう工場が立地立錐して、東海市も弥富も十

四山村もみんな工場マルケになって膨大な量の工業用水を使うということが、まあ構想の
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中に書いてありました。今70年近く経って、今申し上げた現状でありますんで、ぜひこれ

からも少子高齢化。名古屋市も人口が減っていくという時代でございますんで、計画その

ものがまあ過去の遺物じゃないかなと思ってます。そもそもがそうであるからゆえに、い

ろんな理由でこの仕事をチャラにせずにやってるというのがちょっと私にとっては疑問で

ございます。 

２つ目が、堀川浄化についてであります。私も暗渠マニア、水路マニアなもんですから。

今日、堀川沿いに走ってきたんですけども、堀川の水源は非常に特徴的なんですけども、

庄内川から水分橋頭首工で取り入れてる庄内川からの水と、市内で下水道処理された名城

処理場や熱田処理場の下水道放流水、そして、名古屋港から遡上してくる海水が主な水源

です。特に海水は莫大な量でして、毎日干潮満潮があるんですけども、北区の志賀本通り

の駅の近くにある猿投橋っていうところまで名古屋港の水がさかのぼってくるという非常

に特殊な構造を持った川が堀川です。従って私は今、生物多様性の時代、SDGｓの時代だと

言われる中で、いわゆる遠くから水を持ってきて希釈をするというのはいかがなものかと

いつも思っています。やはり莫大な量の名古屋港からの海水と下水処理場からの放流水、

そして、庄内川から取り入れてる上流の水、特にあの水分橋頭首工のすぐ上流にある名前

を申し上げませんけども、巨大工場がありまして、そこから膨大な量の排水が出てきてま

すんで、やっぱりこの三つをしっかり水源を今ある水源をしっかり浄化することが大事な

ことかなと思っています。ただ、十年ほど前に、最初の方がおっしゃいましたけど、社会

実験を行いました。鍋屋上野浄水場の水を猿投橋のところに放流してやってみるというこ

とでございます。先週の学識経験者の会での先生も一定の効果があったというふうに評価

をされていらっしゃいましたけれども、まあよしんば、これで希釈をするにしても、今や

れたんじゃないかと私の場合はですね。もしこの水で堀川の水を浄化する手段となるなら

ば、わざわざ揖斐川の水、長良川の水を持ってこなくても、今ある木曽川の水でやれるん

じゃないかというふうに単純にこれ一銭もお金はいりませんので、バルブをひねるだけで

鍋屋上野浄水場から水が出てきますんで、ぜひこれをもし希釈としてきれいな水を使うっ

ていうなら、社会実験でやったことをまあ本格実施したらどうかと考えています。 

３つ目がお金の話でございます。あの先ほど給水量が伸び悩んでるって話をしましたけ

ども、名古屋市役所のホームページで調べたところ、40年前は名古屋市の給水道料金収入

は500億円、年間あったそうですけども、今一割減って450億円だそうです。まあどんど

んどんどん水が使われない時代になって、お金も減ってきてるというふうに聞いています。
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今月から電気代が上がるってことで、今社会問題になってるんですけども、市役所の人に

聞いたら、名古屋市役所で一番電気代使ってるのは、実は交通局ではなくて水道局と下水

道局が一番電気を使ってるんだよ。一年365日、24時間ポンプを動かしているので、電気

代が馬鹿にならないんだよってことを職員の方がおっしゃっていました。また、この６月

からの電気代の値上げで、まあ大変かなというふうに思っています。 

まあ、そんなかんなで。水道局の経営も厳しいというふうに伺っています。職員さんに

お聞きしたところ、40 年で、3,000 人から 2,000 人、ええ、1,000 人減ってしまったとい

うふうに聞いています。能登半島の地震でも名古屋の水道局、下水道局の仲間のまあ、支

援が非常に高く評価されて全国的にも注目されたんですけども、いざという時にはやっぱ

りマンパワーじゃないかなというふうに思ってます。 

今ある名古屋の水道、そして名古屋市役所の色んな水利権や水資源、そして職員さんの

ご奮闘含めて、市民負担を避けて、市民のためにいい仕事がやれるような環境ができれば

というふうに思います。もうその中で、今回の木曽川水系の連絡導水路はいかがなものか

と思っております。はい、以上で発表終わります。 
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資料６ 

 

 

「木曽川水系連絡導水路事業の検証に係る検討報告書(素案)」

に対する関係住民からの意見募集結果について 
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